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生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会 

ワーキンググループ 各事業の在り方検討班（第１回） 

議事次第 

 
 

    令和３年 12 月 20 日（月） 

１４：３０～１７：００ 

オ ン ラ イ ン 開 催 

 

【議事】      

１．開会 

２．議事 

 （１）就労支援のあり方について 

 （２）家計改善支援事業のあり方について 

 （３）生活保護との関係について 

３．閉会 

 

 

【配布資料】 

 資料１：就労支援のあり方について 

資料２：家計改善支援事業のあり方について 

 資料３：生活保護との関係について 

 資料４：構成員提出資料 
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2021-12-20 第１回生活困窮者自立支援のあり方等に関する論点整理のための検討会ワー

キンググループ（各事業の在り方検討班） 

 

○唐木室長 定刻となりましたので、ただいまから第１回「生活困窮者自立支援のあり方

等に関する論点整理のための検討会ワーキンググループ（各事業の在り方検討班）」を開

催いたします。 

 構成員の皆様方におかれましては、御多忙の折、御出席いただきまして誠にありがとう

ございます。 

 各事業の在り方検討班としては初回の開催になりますけれども、構成員の御紹介につき

ましては11月22日の第１回ワーキンググループで行いましたので割愛させていただきます。 

 本日の構成員の皆様の出欠状況ですが、全員御出席の予定となってございます。また、

今回の検討会は傍聴希望者向けにユーチューブでライブ配信をしております。本検討会で

は、これ以後の録音、録画を禁止させていただきますので、傍聴されている方はくれぐれ

も御注意ください。 

 それでは、議事に移りたいと思います。本検討会の座長につきましては、ワーキンググ

ループの座長である新保構成員に引き続きお願いしたいと存じます。 

 以降の進行につきましては、新保座長にお願いしたいと思います。 

○新保座長 皆様、こんにちは。本ワーキングも座長を仰せつかりました新保です。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。本日の議事は、「就労支援のあり方につい

て」「家計改善支援事業のあり方について」「生活保護との関係について」です。 

 進め方といたしましては、まず事務局から資料に沿って御説明いただき、その後、５名

の構成員よりそれぞれの取組等について発表していただきます。最後に質疑及び意見交換

の時間を設けたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○本多専門官 生活困窮者自立支援室の本多と申します。それでは、資料に基づきまして

画面共有で説明をさせていただきます。 

 まず、今回の議題といたしまして就労支援、家計改善支援、そして生活保護との関係と

いう３点を御説明させていただきます。 

 まず、資料１は「就労支援のあり方について」の資料になっております。 

 ２ページ目ですけれども、これまでの論点整理検討会及びワーキンググループで出され

た主な御意見等をつけております。就労準備支援事業、家計改善支援事業については実績

等も踏まえ必須化すべきではないか、常用就職だけではなく、多様なゴールが考えられる

けれども、どのような設定が考えられるか、経済的に困窮されている方に対して交通費な

し、無給では受講するのが難しい、といった御意見ですとか、あとは定着支援やキャリア

形成も意識したプログラムづくりというのが必要ではないかといったような御意見が出さ
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れております。 

 まず「自立相談支援事業における就労支援の現状と課題」の資料になっております。 

 ５ページ目ですけれども、困窮の窓口に来られる方について就労に向けた困難度は本当

に人それぞれであり、困難度に応じた各種支援により就労支援を行っているところでござ

います。 

 自立相談支援の就労支援の実施状況ですけれども、運営方法としては約７割の自治体が

委託により実施をしておりまして、そのうち約77％を社会福祉協議会が実施しております。 

 実績ですけれども、令和元年度から令和２年度にかけて、コロナの影響もありまして約

1.7倍件数が伸びている状況になっております。利用者の特性としては、経済的困窮、就職

活動困難といったようなところが多くなっております。 

 自立における就労支援の取組の中身といたしましては、就労意欲喚起や自己理解の促進

ですとかコミュニケーション面の配慮、ハローワーク等への同行支援といったようなとこ

ろが多くなっております。 

 また、自立相談支援機関における無料職業紹介事業ですとか、生活保護受給者等就労自

立促進事業の実施状況ですけれども、無料職業紹介については約４分の１の自治体、生活

保護受給者等就労自立促進事業については約４分の３の自治体において実施をされており

ます。 

 続いて定着支援の状況ですけれども、一般就労後定着支援を行っているという自治体は

約７割となっております。実施期間としては１か月から３か月程度が約半数で、方法とし

ては本人への電話、メールといったようなところが多くなっております。 

 「自立相談における就労支援の課題」としては、求人情報や協力事業者等の開拓ができ

ていない、協力してくれる企業や事業者がいない・少ないといったところが多くなってお

ります。 

 続いて、「就労準備支援事業の現状と課題」の資料になっております。 

 まず実施自治体の推移ですけれども、令和４年度見込みで約86％の自治体において実施

予定となっております。こちらについても委託が中心となっておりまして、社会福祉協議

会、NPO法人が多くなっております。 

 事業の実施の効果ですけれども、利用者の約７割が就労や別の事業の利用につながって

おります。自立意欲の向上、改善ですとか、社会参加機会への増加といった効果が見られ

ております。 

 また、件数ですけれども、こちらは令和元年度、２年度と比較をするとほぼ横ばいとい

うことで推移をしておりまして、就職活動困難な方、経済的困窮の方からの利用というも

のが多くなっております。 

 また、支援の中身としてはコミュニケーション面の支援、自己理解の促進と就労に向け

た支援ですとか、みだしなみや規則正しい生活等の支援といったところが多くなっており

ます。 
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 就労準備支援事業の利用期間ですとかつなぎ先ですけれども、利用期間については短期

から長期まで様々な期間の利用ということがされております。プラン終結後については、

生活保護担当部署ですとか障害者就労支援事業所といったところにつながっているケース

が多くなっております。 

 「就労準備支援事業を実施する上での課題」でございますけれども、協力事業所の開拓・

連携が不十分、支援メニューの種類が十分ではないですとか、あとは把握・アウトリーチ

が十分にできていないといったようなところが多くなっております。 

 22ページですけれども、就労準備支援事業の利用が適切と考えられたけれども、利用に

つながらなかったケースがあるかどうかというアンケートになりますが、約58％の自治体

がそういったケースがあると回答しておりまして、右側の利用につながらなかった理由と

してはいずれも本人が希望していないというところが多くなっているのですけれども、特

に、必要性を理解しないですとか、新しい環境に拒否感がある、参加のための経済的な負

担ができないといったところで希望しないというところが多くなっております。 

 実施に向けた課題として、未実施の自治体に聞いているところですけれども、予算の確

保が難しいですとか、委託先がない・少ないといったようなところが理由として多くなっ

ております。 

 一方で、広域実施を今後の実施に向けて想定しているかというところですけれども、約

半数のところが何らかの必要性は感じているという結果になっております。 

 24ページは、就労準備支援事業における移動手段を確保している自治体の取組事例とい

うことで３つほど挙げさせていただいております。 

 25ページ以降は、「認定就労訓練事業の現状と課題」の資料になっております。 

 まず27ページですけれども、認定件数としては約2,000件認定しておりまして、利用定員

としては約5,400名ということになっております。 

 28ページですけれども、一方で令和２年度の認定訓練利用件数としては547件となって

おりまして、利用形態としては「非雇用型」のみの受入れということが多くなっており、

業種としては清掃・警備ですとか、建設作業といったようなところが多くなっております。 

 事業の効果としては、自立意欲の向上・改善、社会参加機会の増加につながっておりま

す。 

 30ページですけれども、認定訓練事業に認定された場合の経済的なインセンティブとし

て現状のものを挙げさせていただいております。税制優遇の措置と、あとは立ち上げのた

めの経費の助成、または自治体が基準を設けることによって優先発注が可能になるといっ

たようなことに取り組んでおります。 

 右下のところで、直近基準を作成されている千葉県の事例というものを挙げております。 

 31ページですけれども、認定訓練拡大に向けた取組として７割の自治体が認定をした場

合に管内の自立等に周知を行っておりまして、開拓に当たっては約半数のところが管内の

自立相談支援機関等と協力をしながら開拓を行っております。 
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 認定の課題ですけれども、利用実績がなかなか伸びない理由としては、地域に認定事業

所がない、あるいは少ないといったような声が上がってきております。事業拡大に向けて

は、受入事業所に対する金銭的インセンティブですとか、開拓を行う専門人材の育成・確

保といったようなところが必要と言われております。 

 34ページ以降は、「新型コロナウイルス感染症による就労支援への影響等」というとこ

ろになっております。ちょっと飛ばさせていただきますけれども、コロナの影響による就

労体験や就職の影響としては、地域企業の業績悪化によって就労体験、就職の受入先が減

少しているといったようなところですとか、本人の就労体験や就職への意欲の低下といっ

たようなところが聞こえています。 

 また、就労準備支援事業の実施状況として、開催頻度を減らしたとか、一定期間開催中

止や実施を見送ったといったような影響が出ておりまして、支援の方法としてはなかなか

オンラインでの実施ということは難しいようでして、感染予防に配慮しながら対面により

実施をしているケースが多くなっております。 

 以上、就労について見てきた上で、考えられる検討の視点ということで３点挙げており

ます。 

 まずは就労準備支援事業の在り方としましては、「現状・課題」のところで前回改正時

の附帯決議において、就労家計については今後３年間で全ての自治体で実施されることを

目指すとされております。それで、令和４年度には９割近くなる見込みですけれども、任

意事業ということもあって、予算の確保ですとかニーズの確保というところで、特に小規

模の自治体で苦慮されているという状況になっております。 

 一方で、効果として約７割の自治体が何らかのステップにつながっているという状況に

なっており、着実に効果は表れております。こういった中で、今後さらに就労準備支援事

業を促進していくためにどのようなことが考えられるかといったことを書いております。 

 次にハローワーク等と連携した就労支援の在り方というところですけれども、コロナの

影響もありましてハローワーク等の連携による就労支援が約９割の自治体で重要というふ

うに考えております。ハローワークとの連携は求職者支援制度等を中心に伸びてきている

のですけれども、今後ハローワーク以外の労働政策とも連携していく必要があると考えて

おります。 

 「検討の視点」としては、ハローワークですとか、その他の分野との連携としてどのよ

うなものが考えられるかということを挙げております。 

 最後に、就労に向けた準備の機会の確保というところですけれども、認定訓練事業所の

事業所数、定員というのは着実に増加をしているのですが、なかなか地域に認定事業所が

ないとか、ニーズが合わないといったところから低調になっておりまして、受入事業所に

対する金銭的インセンティブとか、開拓を行う専門人材の育成・確保といったところが必

要という声が上がってきております。 

 また、２つ目の○ですけれども、就労支援においては様々なゴールが考えられますが、
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現行の就労・増収率がKPIとなっているということを書いております。 

 「検討の視点」として、さらなる認定事業所の拡大事業の利用促進についてどのような

方策が考えられるかですとか、あとは多様なゴールの設定についてどのように考えるかと

いったことを挙げております。 

 次に、資料２で家計改善支援事業について御説明させていただきます。こちらもこれま

での御意見をつけておりまして、家計について、特に特例貸付について今後償還が始まっ

ていくという中で家計改善との連携も重要ではないかといった御意見ですとか、貸付とセ

ットで行う生活再生の効果は高いことから、困窮窓口での貸付を制度化すべきではないか

といったような御意見が挙げられております。 

 ４ページの実績ですけれども、こちらも約９割の自治体が委託により実施をしておりま

して、約７割が社会福祉協議会での実施ということになっております。令和４年度見込み

で約85％の自治体で実施予定ということになっております。 

 利用件数ですけれども、こちらもコロナの影響もあり、令和元年度から約1.36倍の増加

ということになっております。利用者の特性としては経済的困窮、家計管理上の課題を抱

えている方が多くなっております。 

 10ページ、利用期間ですけれども、プラン作成時ですと約75％が５か月以上の支援期間

を設定していたのですが、実際の利用期間で見ますと５か月以上の割合というのは約半分

ということになっております。 

 具体的な支援内容といたしましては、家計の状況把握、家計票の作成など、１か月の家

計の現状を把握、レシート内容などで大まかな支出内容を把握するといったようなことで

すとか、滞納解消のために徴収免除や猶予等の可能性を検討といったような内容が多くな

っております。 

 14ページは、家計改善支援事業を実施している自治体と、実施していない自治体で、家

計支援の取組の内容の差を見ているものですけれども、実施している自治体のほうがして

いないところに比べてレシート内容の確認など、大まかな支出内容の把握ですとか、家計

票の作成による支援といったような取組がなされているという状況になっております。 

 16ページの支援の効果としては、家計の改善ですとか債務の整理につながっている状況

になっております。 

 17ページでは、実際に家計改善支援事業を通して税・保険料の滞納が改善されたような

事例を載せております。 

 18ページですけれども、この事業を実施していない自治体に対するアンケートというこ

とですが、実施していない理由としては、自立相談支援事業の中で対応できているからと

いったようなことですとか、予算の確保が難しいといった声が上がってきております。 

 一方で、そのような自治体において利用ニーズの把握をしているかということですけれ

ども、約半数のところが特段利用ニーズの把握というのは行っていないという回答になっ

ております。 
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 20ページは広域実施の有無ということでつけておりますけれども、こちらは実施してい

ないところのうち約２割のところで広域実施について何らかの必要性を感じているという

回答になっております。 

 21ページ、22ページは広域実施の具体的な取組について掲載をしております。 

 24ページですけれども、「家計改善支援事業のあり方に関する検討の視点」でございま

す。まず家計についても平成30年の見直しにおいて努力義務化をされており、全国での実

施に向けた取組がなされているところです。今後、コロナの特例貸付の返済が始まってい

く中で、相談者が増えてくることが予想されます。 

 「検討の視点」としては、特例貸付の返済が開始されて家計支援のニーズが高まってい

く中で、実施率とか利用実績の向上に向けてどのような取組を進めていくか。家計改善支

援事業において伴走支援が必要とされる方の支援に必要な方策をどのように考えるかとい

ったことを挙げております。 

 最後に資料３でございますけれども、「生活保護との関係について」ということになっ

ております。 

 １ページは、これまでの論点整理検討会等において特にコロナ禍で自営業の方を含めて

本来アクセスすべき人がアクセスできていないという状況があったのではないかという御

意見ですとか、あとは生活保護と困窮制度の間で切れ目のない一体的な支援を実施するこ

とが重要といった御意見が上がってきております。 

 ２ページ、３ページは困窮制度と生活保護の制度の比較を試みているものになっており

ます。目的、対象者、事務の性質といったようなところで、それぞれ違いがある旨を記載

しております。 

 ３ページですけれども、生活困窮者を対象とする生活全般の支援と要保護者を対象とす

る生活全般の支援を比較すると現状子どもの学習・生活支援事業については困窮法に基づ

いてどちらも対象にしているところですが、今回のテーマであります就労準備支援ですと

か家計改善支援といったようなところについてはこちらのとおりそれぞれ別の事業として

実施しているところでございます。 

 ４ページですけれども、保護と困窮制度の一体的実施というところについては、前回、

平成30年の改正の際にも議論になったところでございまして、まず困窮法と保護法の両方

の中に双方の連携に関する規定というものを設けております。また、連携通知ですとか、

就労家計の事業に関する指針の中で一体的実施について記載をするといったようなことを

行っております。 

 ５ページ以降ですけれども、現状の現場における連携の状況といったところでつけてお

ります。まず入り口の窓口のところについては約６割が別々に設置しておりまして、約３

割が窓口については共通ということになっております。 

 ６ページですけれども、保護の廃止後に生活困窮者自立支援制度に移行しているケース

がどれくらいあるかというところで、約３分の１の自治体が保護から困窮制度に移行した
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ケースがあると回答されております。移行に当たっては、移行後の本人との関係性の構築

は難しいといったような声が上がっております。 

 ７ページですけれども、「生活保護受給者に対する困窮制度による支援の必要性」につ

いては約７割の自治体が必要性を感じると回答しており、特に家計面の支援ですとか社会

生活自立、日常生活自立に向けての支援といったところで困窮制度による支援が必要では

ないかということを感じているという回答になっております。 

 ８ページですけれども、さらなる連携強化に向けて必要な取組といったところでは、両

制度の理解の深化ですとか、個別ケースの共有、顔の見える関係性の構築といったところ

に比べまして、家計改善支援事業、就労準備支援事業については一体的実施について約４

割が必要ではないかというふうに回答されております。 

 一方で、右側になりますけれども、困窮制度による支援と生活保護の制度による支援に

ついては、こういった共通点ですとか相違点といったところもありますので、検討に当た

ってはこのような点も留意する必要があると考えております。 

 ９ページ、就労支援関係事業の実施状況について、自立における就労支援と被保護者就

労支援事業との一体的実施については、約半数の自治体が一体的に実施しており、就労準

備支援事業については約９割の自治体が一体的に実施をしている状況になっております。 

 13ページ、家計の一体的実施の状況ですけれども、こちらも保護、困窮、両方の家計改

善支援事業を実施している自治体においては９割以上、一体的な実施というのがなされて

おります。 

 最後に「検討の視点」ですけれども、「現状・課題」のところで平成30年の改正も踏ま

えて困窮と保護の連携というのは推進をされてきているのですが、令和２年度の実績で見

ると、保護廃止時に困窮制度に移行したケースがあると回答した自治体は約３分の１にと

どまっているということになっております。 

 また、困窮制度と保護制度については法律上、対象が明確に分けられており、別々の事

業として自立支援を実施しているところですけれども、約７割の自治体において生活保護

受給者に対しても困窮制度による支援の必要性があるというふうに回答されておりまして、

就労家計についてはいずれもやっている自治体では一体的実施の割合というのが９割を超

えております。 

 「検討の視点」としては、困窮制度と生活保護制度の連携を一層強化するためにはどの

ような取組が考えられるかですとか、あとは就労家計を中心として一体的な支援の在り方

についてどのように考えるか。また、その際の留意点といったところを挙げております。 

 事務局からの説明は以上となっております。 

○新保座長 ありがとうございました。 

 それでは、これより構成員の発表に移りたいと思います。本検討班においては、自治体

や実践者の方々にそれぞれテーマに関連する取組や提案について発表していただくことと

しております。本日は、就労支援事業、家計改善事業の在り方に関して鈴木由美構成員、
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中森構成員、そして就労に向けた準備を必要とする方への支援の在り方に関して髙木構成

員、ハローワークとの連携の在り方や生活保護との関係を含む制度全般に関して林構成員、

守屋構成員より御発表いただきます。 

 発表の順番は、鈴木由美構成員、中森構成員、髙木構成員、林構成員、守屋構成員の順

にお願いいたします。 

 なお、髙木構成員の発表が終わりましたところで５分ほどリフレッシュタイムを入れた

いと思います。 

 その他の自治体や実践者の方々については、第２回検討班での発表をお願いしておりま

す。 

 発表時間につきましては、御自身の発表と本日の事務局の説明に対する御意見を合わせ

て15分以内にお話しいただきたいと思います。14分で１回、15分で２回、ベルを鳴らしま

すので、２回目のベルが聞こえましたらお話をまとめていただきますようお願いいたしま

す。 

 事務局の画面にタイマーが表示されますので、そちらも御参考にしていただき、進行に

御協力をいただければ幸いです。 

 それでは、鈴木由美構成員よろしくお願いいたします。 

○鈴木（由）構成員 よろしくお願いします。それでは、画面の共有をさせていただきま

す。 

 では、私のほうから千葉の実践を踏まえてお話を始めていきたいと思います。改めまし

て、ユニバーサル就労ネットワークちばの鈴木と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 私は社会福祉法人生活クラブ風の村というところで、同じく中間的就労の仕組みである

ユニバーサル就労の仕組みづくり、あるいは支援、それから中間的就労の評価指標の策定

といったところに取り組んでいまして、今は兼務で仕事をさせていただいております。 

 今日お伝えしたいことは３点ありまして、１つ目は私たちの事業の御紹介、それから今

回のワーキンググループで御提案したい２点、１つ目は「就労支援の事業一元化・体制強

化の提案」、それから「多様なはたらき方を創造する支援についての提案」と、この３つ

をお話しさせていただければと思います。 

 まず、私たちの法人・事業の御紹介ですが、私たちのNPO法人は元は社会福祉法人生活ク

ラブというところを母体にしておりまして、今から15年ほど前にユニバーサル就労という

中間的就労をこの法人の中で実施をしておりました。それを今から７年前、もう少しこの

仕組みを広く世に広めていこう、社会化していこうということでNPO法人として独立した

というのが私たちの法人の設立経緯になります。ですので、まだ設立して６、７年ぐらい

の新しいNPO法人になっています。 

 私たちはユニバーサル就労、中間的就労の支援のほかに、自立相談、就労準備、それか

らひきこもり地域支援センター、子ども・若者総合相談センターと、千葉市を拠点に総合
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的な相談のネットワークというものを広げておりまして、受託を行政からしているという

状況です。 

 それ以外にも、ユニバーサル就労を全国で導入したいという自治体さん、会社さん、あ

るいは支援機関のほうにお邪魔をして、導入支援のコンサルとか相談員の研修などにも積

極的に取り組んでいる法人となります。 

 では、ユニバーサル就労というのはどういうものかというところですけれども、ユニバ

ーサル就労という言葉自体は理念を指す言葉になっております。「「はたらきたいのに、

はたらきにくいすべての人」が働けるような仕組みを作る」というのと、そういった仕組

みをつくることによって誰にとっても働きやすい職場環境をつくれるというところを理念

として日々活動を行っています。 

 そして、大きな特徴としては４点あります。対象者を限定しないこと、スライド式の就

労ステージを持っていること、業務分解をしていること、それからチーム支援をしている

という、この４点が特徴として挙げられます。 

 スライド式のユニバーサル就労システムという具体的な就労のステージについては今、

御覧いただいている画面のような形になっているのですけれども、大きく分けて４つ、無

償コミューター、有償コミューター、UW雇用Ⅱ、UW雇用Ⅰというふうに分かれておりまし

て、コミューターというのはちょっと聞き慣れないかなと思うのですが、これはボランテ

ィアという言葉に替えていただくと分かりやすいと思いますが、ボランティアではなく働

きに来ているという意味がありますので、ボランティアじゃなくて別の言葉が欲しいねと

いうことで、コミューターという言葉をつくりました。 

 そして、昨年、少しこの報酬のステップを増やしまして、今まで有償コミューターの中

に500円しか報酬のステップがなかったのですが、300円、500円、700円、そして千葉県の

最低賃金の953円にいくということで、かなり緩やかなステップで就労に向かってトレー

ニングをしていくという段階をつくりました。このシステムを社会福祉法人生活クラブの

施設の中に導入をして、働きづらさを抱える人と一緒に働くという仕組みを今までつくっ

ています。 

 そして、もう一つの特徴としては業務分解という考え方です。働きづらい人に新しい仕

事を用意するのではなく、既存の仕事の中から切り出して、その人の仕事をつくっていく。

そして、既存の従業員の人は負担が減る、あるいは残業を減らしていくというふうに、双

方にとってメリットのある働き方をしていこうということで、この業務分解という考え方

を広めています。全国にもお邪魔させていただいて、こういう表を使って業務分解のワー

クショップをさせていただくといったような活動もしております。 

 そして、最後にチームによる定着支援ということで、職場と本人と１対１の関係になら

ないように、御本人が職場に定着するまでは支援機関が関わって定着支援をしていくとい

うところの特徴を持っています。 

 現在、生活クラブ風の村の中だけでは80名前後の方がこの仕組みを使って働いていると
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いう状況ですが、千葉県全体を見てみると、このユニバーサル就労の仕組みを使って働い

ている方は恐らく120、130名ぐらいになるのではないかと思いますが、既に私たちの支援

ではなく会社さん独自にやっているところもありますので、ちょっと全体の人数というの

は把握し切れていないところがあります。 

 そして、右側のこういった業務で働いているというところは資料を見ていただければと

思います。 

 ちょっと事例は飛ばしたいのですが、ポイントとしては、この４段階の働き方全てをや

らなければいけないということではなくて、その人の状況に応じてどのステップから始め

ていくか、あるいはその人のキャリアの考え方によって途中で卒業していくということも

十分考えられるというかなり柔軟な働き方になっていますし、変な話、一般就労で働いて

いる従業員が何らかの事情でユニバーサル就労で働くということもやっております。 

 後のページはぜひ資料を見ていただければと思いますので、少し飛ばします。 

 そして、私たちは千葉市で就労準備支援事業も実施しております。今回、就労支援とい

うことでちょっと自立の話は飛ばさせていただいて、今、千葉市全域で常勤５名、非常勤

１名で就労準備を展開していますが、少しスライドを飛ばさせていただいて、「支援の特

徴」としてはやはり先ほど御紹介したユニバーサル就労の実践をしてきましたので、職場

実践型というトレーニングと、これだけではやはりどうにもならないということで、事業

を開始してから座学通所型のプログラムというのをかなりたくさん開発してきて、それを

織り交ぜながらその人に合った支援というものを展開しています。 

 そして、ちょっとスライドは戻っていただきます。大事にしているところでは、これは

キャリアコンサルティングの流れに沿って説明をしている図ですが、やはり就労準備支援

事業は自己理解、職業理解、そして啓発的経験があって将来を選択するという、この基本

は就労準備支援事業には欠かせないところかと思いますので、私たちはこの基本をしっか

り提供するというところをすごく大切にしていますし、目に見える就労をゴールにした支

援というところも大事なのかもしれないのですけれども、御本人が自分の人生を決めると

いうところにどう寄り添うのかという意味では、あまり就労にこだわっていないというと

ころもポイントかなと思います。ですから、やはり目に見えた課題解決も大事ですが、本

人の内面的な変化をどう支えていくのか、それをどう評価していくのかというところを重

要視している支援です。これは職員研修の資料の抜粋になりますが、こんなことを大事に

して支援をしています。 

 支援フローとか、あとはこういった職業適性検査なども自己理解を促す上で実施してい

ます。ですので、職員全員がグループワーク、あるいはこういった適性検査を扱えるよう

な研修にはかなり力を入れて取り組んでいます。 

 企業開拓についても、千葉市さんと一緒に説明会を開催していますが、資料は御参照い

ただければと思います。 

 定着支援もやっていたのですが、コロナの影響で今は積極的に開催ができなくて、また
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徐々に再開していきたいと思いますが、就労して、すぐまた孤立の状態になってしまうと

いうことを防ぐためにも、やはり横のつながりをつくっていくということは大事なことか

と思っています。 

 そして、これは独自で実施している事業になりますが、「チャンス創造ファンド」とい

うファンドを民間で持っています。皆さんの自治体の中にも同じ課題があるかと思います

が、交通費が出せない、あるいは就職活動の経費をいまいち出すことができないという方々

に対して、割と緩やかに本人が必要だと言えば比較的何でも出すよということで給付を出

しています。件数が多いものとしては、障害者手帳取得のための診断書を取る費用がない

という方が結構いまして、そういったものにも活用いただけるファンドになっています。

交通費レベルなので、年間平均すると１人４万円ぐらいで済む。そして、年間20万から30

万ぐらいの原資があれば十分回していけるものかなというようなこじんまりとしたファン

ドになっています。 

 そして、今回、皆さんに御提案したい内容として、就労支援の事業の一元化と体制強化

の提案というお話をさせていただければと思います。真ん中辺に課題を書かせていただき

ました。いろいろなところで研修をさせていただいたり、支援員の皆さんとお話をさせて

いただく中で、就労支援の機能が分散していること、やっている、やっていないとか、あ

るいは兼務業務が多くて、しっかり事業展開ができているところと、ほとんど機能してい

ないところの差が年々開いてきているように思います。 

 それから、就労支援員さんの基本的な考え方とか、スキルが不足していたり、あるいは

人手不足とか、研修する時間がないので無理やりやっているというような状況もお話に聞

いたりします。先進事例を紹介して、あとは自治体に任せるということではなくて、基本

的な事業展開がある程度全国的に実施できるような研修制度、あるいは体制強化というも

のをしたほうがいいのではないかと感じています。 

 提案としては、機能はそのままに、就労支援事業を全て一本化して必須事業というふう

にできないか。これをすることで、地域の実施格差とか支援格差というものを減らすこと

ができるのではないかということと、これを一本化して実施したら本当に就労の総合相談

窓口的な機能を果たせるのではないかと思っています。 

 それから、就労支援の兼務業務というのをやめたほうがいいのではないかと思います。

やはり自立相談さんは生活支援でかなりいっぱいいっぱいな中で、企業開拓もやらなけれ

ばいけない、地域づくりをやらなければいけないでは全部の事業が中途半端に終わりかね

ないという意味では、就労支援員の専従化というのをぜひやっていただければと思います

し、小さな自治体になると就労支援員が１名でやるというところも多いですので、広域展

開の実践促進というものをもうちょっと国のほうからバックアップしていただけるといい

のではないかと思います。これは広域展開を現場とか自治体レベルで一生懸命やっても、

なかなか壁が高くて難しいという話も聞きます。 

 ４番目としては、支援員の職歴頼みではない就労（準備）支援研修の開発と体系化とい
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うのをぜひお願いしたいと思います。就労準備からキャリア支援の考え方、下手すると障

害者就労の考え方も導入していきながらスキルをつくっていかないと、本当にただのマッ

チング、ただ本人が希望するものに流されながらやっている就労支援になってしまうので、

ここをいかに基礎的な土台を整えていくかというところはぜひ強化したほうがいいのでは

ないかと思います。 

 それから、５番目としてはエリアSVと書かせていただきましたが、こういった就労支援

の人たちを支援するコンサルタントというのを事業の仕組みの中に置いていただけないか

と思います。定期的に伺ってSVをしたりとか、事業展開について相談できるようなものを

事業の仕組みの中に入れてもらえると大変ありがたいです。 

 私は全国のコンサル事業に参加していますが、この自治体さんは１回だけでいいのか、

大丈夫かなと思うような自治体さんが結構いらっしゃいます。個別に連絡を取ったりはし

ていますけれども、これをもう少し事業化してもらえるといいのではないかと思います。 

 最後に求職者訓練の特例措置ですが、正直、求職者関連はとても使いづらくて、これが

本当に第２のセーフティネットかというぐらいの使いづらい制度だったのですが、コロナ

特例でとても柔軟な制度になってきているなというのを感じていますので、ひょっとした

らそういう議論になっているのかもしれないですが、コロナが終わっても今のような使い

やすい制度にしていただけるといいのかなと思います。 

 それから、これは研修イメージですけれども、必要な研修をただやるのではなくて、ど

ういうスキルが就労支援に求められるのかというスキルセットを設定して、それに基づい

た研修計画をきちんと策定していく。特に手法ではなくて、考え方とか、視点とか、当事

者を見つめる目線とか、本当にその基礎の基礎をしっかりもう一回、これを機会に整えて

いくということをやったほうがいいのではないか。地域独自の展開、創意工夫というのは

本当に応用編なので、それができる土台というのをつくっていただけると、もう少し各自

治体がいろいろ考えて取り組めるのではないかと思います。 

 最後に「多様なはたらき方を創造する支援についての提案」ということで、私たちは中

間的就労から始めた法人ですので、ここは言いたいなというところですが、やはり一般の

労働市場から排除されている人をもう一回労働市場に戻そうとするだけの支援というのは

もう限界がきているのかなと思いますし、当事者の方が一番それは感じていらっしゃる。 

 ですが、支援としてはそこに押し戻そうとする支援しかないという意味では、現場はと

ても苦しい思いをしているところもあると思います。もはやその働きづらさというのは、

手帳のあり、なしだけでは計れなくなっていて、このグレーゾーンとかグラデーションゾ

ーンというのがどんどん広くなっていると思いますが、一方で、その制度とか雇用の在り

方というのは全く変わらない。社会保障制度も変わっていかないので、正社員の人だけが

優遇されるような制度が残っていたりということも、まだまだあると思います。 

 ですが、そういったものが変わっていくのを待っていても全然変わっていかないので、

せっかくこの困窮制度に中間的就労という文言が載っているのであれば、自主事業ではな
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くてもうそろそろちゃんと事業化して支援員を配置する。それから、当事者支援、企業へ

の導入支援ができる人材を育成していく。それから、皆さんの意見にあったようにインセ

ンティブをつくっていくといったようなことをちゃんと事業化していって、新しい働き方

というのをつくっていけるといいかなと思っています。 

 そういうことで、お時間になりましたので、以上で私の説明は終わりにしたいと思いま

す。大変駆け足でしたが、私は話したいことを話せたのですっきりしました。どうもあり

がとうございました。 

○新保座長 鈴木由美構成員、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして中森構成員よろしくお願いいたします。 

○中森構成員 よろしくお願いします。画面共有します。 

 では、私のほうからは「「家計改善支援事業」の取組と課題」についてお話ししたいと

思います。 

 まず、私が対応しているところですけれども、東京都の府中市役所というところで家計

改善支援事業を受託して対応しております。府中市の人口は、26万人です。本来、ここに

府中市の対応件数等を入れるべきだと思うのですけれども、今回あえて入れていません。

なぜならば、どういった対応をしているのか、体制によっては件数だけが独り歩きしてし

まうと誤解を与えかねないからです。例えば生活保護も生活困窮も一緒に窓口で受けると

ころと、あとは本当に家計改善だけ外に出ていて役所の中にないというところでは、数だ

けの比較をしてしまうと非常に差異が出ているということがありますので、今回あえて数

字は入れておりません。 

 資料の中で御説明をしていきたいと思います。 

 まずは、府中市役所での生活困窮者の自立相談支援事業の体制です。体制としては、自

立相談支援事業は直営で市役所の職員がやっております。それ以外の任意事業は全て実施

しておりまして、家計改善支援事業に関していうと左側ですね。市からの依頼内容として

は１人、フルタイムで月曜日から金曜日まで、朝から晩までという方をお願いされてはい

るのですけれども、例えばこんなふうに私が研修等で外に出るというときには相談員がい

なくなってしまいます。 

 そういうときにスポットで相談に来るということは、かなり家計に関しては難しいとこ

ろがあります。なぜなら、市役所の体制であったり、自立相談支援員との連携もあったり

はしますので、私たちの場合は１人の依頼ところを大体1.8人という形で相談を受けてお

ります。 

 私が主任として週４日出ておりまして、あとはこれからを担う者として育成も含めて２

人の者が週２日来てもらって、スーパーバイザーを不定期で入れているという形で、1.8人

で対応しております。 

 それで、これはほかの研修でお話すると驚かれるのですが、基本的には全てファイナン

シャルプランナー資格を持っている者ということで対応はしています。ただし、決してフ
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ァイナンシャルプランナーに知識があるからということでやっているわけではなくて、後

のほうで研修の話をする際に付け加えますけれども、FPでなければ家計はできないとは思

っておりませんので、この後の説明の中で御説明をしていきたいと思います。 

 ここでお伝えしたいことは、府中市の場合は同じ場所で席を並べて任意事業の者も直営

の者も一緒に作業していることです。私が振り返ればそこには自立相談支援員さんがおり

まして、基本的には嘱託の方５名が相談をメインでやっておりまして、職員さん４名のう

ち１名が相談のほうに従事しております。 

 ただ、現在、育休でお休みしている方もいらっしゃるので、大体５名の自立相談支援員

さんに対して家計改善支援員が１名という形でやっております。 

 家計に関しては、この赤字で書いている夜間や土日祝日も業務を行っております。これ

はとても重要に感じております。生活にお困りの方というのは時間給で働いている方であ

ったり、自営であったり、有給休暇がない方もいっぱいいらっしゃるので、平日の８時半

から５時までしか役所を開けていないと相談に来られないという方が非常に多いです。相

談に来ることで給料が減ってしまうということであれば本末転倒ですので、そういった意

味でも夜間、土日休日も対応するようにしております。 

 ３ページ目は、家計改善支援事業で依頼されている業務内容です。相談はもちろんのこ

と、広報活動のほうも依頼されております。やはりお金に関する心配を持っている方は多

いけれど相談のハードルは高いと思っていらっしゃるので、家計のセミナーをすることで

この制度のことを周知したり、あとは子ども食堂等で座談会を開いたり、ミニ相談会を開

くことでこの制度の周知をして相談のハードルを下げる工夫をしております。 

 そしてもう一つ、援助という意味では生活保護の方の家計相談を行ってはいないのです

けれども、その支援をしているケースワーカーさんの支援をするということで、まずはハ

ンドブックの作成、家計はどんなことができるかということのお話をしており、あとはケ

ースワーカーさんが家計のことで相談者さんに対応できるようにということで後方支援も

行っていて、３つの事業を行っております。 

 具体的に、「家計改善支援事業の取り組み」をあえて今回つけました。なぜならば、全

国で研修の御利用はいただくのですけれども、７年目に入ったこの事業ですが、まだ「家

計相談とはつまり何をするの」という質問が毎回出ます。11月もあるところで研修を行っ

たんですけれども、家計改善支援事業は何をするか分かっていないという方がまだまだい

らっしゃるということで、あえて今回は家計改善支援事業の５つの柱のことを中心にお話

をしていこうと思っております。 

 この柱は、今１から５まであります。制度開始当初は１から４までしかありませんでし

た。何が増えたかというと、この１と５の家計に関する相談のところ、家計管理のところ

が２つに分かれています。１番の家計を把握することと、５番の「自ら管理できるように

する支援」、これが具体的にどうしたらいいのか分からないという相談がとても多いので、

残り10分を切っておりますけれども、説明していきたいと思います。 
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 その前に、家計改善支援事業では多くのところが専門員を置いていないという話をよく

聞きます。実は、私は府中市で働くほかに、社協さんなどから御依頼をいただいて、週に

１回や月に１回、スーパーバイズで御相談の対応をしているところがあります。そちらの

ほうでは家計改善の専門員がいなくて、自立相談員が家計改善支援もしているという状況

になっておりますので、非常に現場で苦労されています。 

 そして、ここに書いたところですけれども、家計ということは一般の方もなかなか相談

しづらいところです。それを、支援員だからといって、すぐに、ああしなさい、こうしな

さいというお話をしたらもちろん関係が続きません。ですから、継続相談につながらない

という御相談も非常に多いので、まずやることは信頼関係を構築すること、それは何かと

言えば、これから何が行われていくのか、それによってどんなメリットがあるかというこ

とをきちんと説明することだと思っています。それを言わないままに、こうしたほうがい

い、ああしたほうがいいんじゃないかと説明すると指導されているように感じてしまいま

す。そのため、よく家計の研修では私たちは指導者ではない、サポーターであるというこ

とをしっかり伝えなければいけないと思っています。 

 この右横に書きましたが、どうしても相談支援員は「説得」することに頑張ってしまっ

ています。でも、「説得」では人は動かないということを家計改善では特に感じるところ

です。 

 では、動くためにはどうするかというと「納得」できることを伝えていかなければいけ

ないと思っておりますので、次で１から５までどんなふうにやっているのか御説明したい

と思います。 

 まずは「家計の現状を理解してもらう支援」です。これに関しては、国のほうでも次の

表にあるような左側の詳細な家計表の御準備をしてくださっています。 

 ただ、こういった詳細に書くことが難しい方もいらっしゃるので、私たちのほうでは右

のほうにあるようなカスタマイズができる家計表をつくっております。これはたまたまエ

クセルの表をつけておりますけれども、人によってはエクセルではなくてワードのような

図にするものでなければ理解できない方もいらっしゃいますので、視覚化に関してもいろ

いろと工夫をしながらオリジナルのものをつくっております。 

 こういったものを今、私たちの支援員だけで使っているのですけれども、使い勝手がい

いのであれば全国の方と共有するような機会もあったほうがいいのではないかと思ってお

りますので、後半のほうで課題をお話しするときにまとめてお話ししたいと思います。 

 家計の把握をした後には、２番で「行政窓口に同行し、給付制度の利用や税金、公共料

金等の滞納を解消する支援」があります。これに関しては、基本的には窓口に同行してい

ます。なぜならば、まず相談者さんは一緒に行ってもらえたということで安心できるから

です。信頼関係が得られます。 

 そして、ただ「今、払えないんです」ということではなくて、「数字的にこういう状況

なのでちょっと今は払えないけれども、来月には払える」とか、数値的な今後の見通しが
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立つということで、窓口の方も安心されます。 

 私たち相談員は同行することで、窓口の方がどういうふうなことを思っているのかとい

うことが分かりますので、三者が一緒になるということで同行には非常に価値があると思

っています。 

 例えば、こんなふうな窓口によってこういった支援をしていることがありますので、目

を通してください。 

 あとは、制度に関しては、どうしても役所の場合、窓口ごとの制度がありますけれども、

私たち人間は制度ごとに生きていません。こんなときに困ったらどんな制度があるのかと

いうことをこういった表にまとめて、抜け漏れがないかということの工夫もしております。

これは相談者のためでもありますけれども、相談員は支援の抜け漏れがないようにチェッ

クするためにも必要かと思ってつくっております。 

 あとは、同行に関してよく問題で言われるのが、場所が離れているので同行できないと

いう地域もあるようです。それは、これからの課題として検討すべきだと思っています。 

 また、納税に関しても分納相談という言葉を使わないでくれと言われるところもあると

聞いております。そういったところの誤解があると思いますので、何が問題かということ

を知るためにも、同行して相手の状況を知ることが必要かと思っています。 

 次は、最も相談で多い「債務整理」です。これから社協の貸付の償還が始まるとさらに

増えると思っています。そのとき、ただ弁護士に相談に行きなさいだけでは、ほとんどの

方が行きません。たとえ行ったとしても、行って帰ってくるだけで受任をしてもらってい

ない方がとても多いので、基本的にうちでは全ケース同行しております。これは相談への

ハードルも下がるため、必要な支援です。 

 ただ、同行すると、府中の場合は往復１時間半かかります。面談する時間が１時間半減

ることになります。ですから、今では弁護士法人と連携し、オンラインで相談できるよう

にしていただいて相談時間を確保するということもやってきました。 

 ただ、行ってからが問題です。債務整理は相談に行ってからいろいろやることがありま

すので、こういったことも家計相談で対応するということになっております。 

 「貸付」に関しては、今は社協さんから借りやすいのでとてもいいんですけれども、借

りるための支援だけではなく返すときの支援まで考えて借りることを考えるということで、

やはりこういった家計表をつくったり、キャッシュフローをつくってお手伝いする必要が

あります。 

 ただ、これがつくれないといって困っている相談員が多いので、後半でお話する育成、

それと継続的なサポートが必要かと思っています。 

 最後の「生活者自身が家計を自ら管理できるようにする支援」、これが一番大事ですけ

れども、正直、問題が片づいてしまうとここに行き着く方は非常に少ないです。 

 また、お仕事を休まなければいけないと来られなくなるということで、やはり土日祝日

の相談は必要かと思っています。 
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 また、自ら管理できるようになるということは家計簿をつけることと勘違いしている支

援者も相談者も非常に多いです。私たちの場合は、「家計管理」は何かということをちゃ

んと分解して御説明しています。「家計管理」とは、家計に関わる行動を自ら管理、コン

トロールできるようになる支援が家計管理支援と私たちは思っております。ですから、行

動が具体的に変わるような支援ができなければただの指導になってしまいますので、非常

に気をつけなければいけない点です。 

 では、どんなふうにするのかというと、まずはやはりそれをしたくなるような動機づけ

です。これはライフイベント表といいます。これから何のためにお金のことをしなければ

いけないのか、まず「動機」がなければ人は動きません。 

 ライフイベントを立てた後に何をしなければいけないのか。お金の優先順位、これは誰

かのものをなぞるではなくて、自分で考えていけるということも必要だと思っております。 

 そして、では実際に行動を変えるというときに、ただビールを飲むのをやめなさいであ

ったり、たばこをやめなさいであったり、そういったことをしても皆さんはできますかと

言いたいです。私も、できないところはいっぱいあります。 

 でも、ではどうするかというと、できないところは何が行動を抑制しているのかを知る

必要があるため、行動というのはこんな形で分解することができることを伝えます。スイ

ーツを買うのはコンビニに行くからです。コンビニに行くのをやめれば、スイーツは買い

ません。ただ、コンビニに行くなというのはただのスローガンです。どうやったらコンビ

ニに行かないで済むのかと考えたり、コンビニに行ってもスイーツを買わないようにどう

行動できるか、そういったところをやることが家計相談だと私は思っております。ですか

ら、こんなふうに行動を分解して、どこに介入すると改善できるかといったことも一緒に

考えます。 

 または、どうしても支援員としては結果だけ見る傾向にあります。例えば、家計簿をつ

けることは、つけたか、つけないかだけで判断してしまいがちです。よく御相談を受ける

のが、「あの人は何回言ってもやらないのよね」ということが非常に多いです。何回も言

って、やらない理由、やれない理由を調べなければ、ただの指導になります。 

 ですから、どこでつまずいているのか、家計簿を記入するにもこれだけの行動の分解が

されます。どこでつまずいているのかが分かれば、お財布にレシートを入れる癖がないの

であればまずレシートをもらうところから支援しなければいけないですし、レシートは持

ってこられるんだけれども、家計簿をつけるのに手書きが苦手であればアプリを使うとか、

そういったことも工夫しなければいけないと思っています。ですから、結果ではなくて経

過に目を向ける支援をしなければいけないと思って、私たちのほうではそこをしっかりと

支援をしております。 

 そして、最近ひきこもりの御相談が非常に増えています。これは近隣市からの研修の御

依頼があってつくった資料なのですけれども、多くの方がひきこもりは就労させること、

それで収入を得ることしかお話ができないと聞いています。 
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 ただ、収入を得ることは働くだけではなくて自ら稼ぐ、それ以外に制度を使うというこ

ともあります。これも家計相談からお伝えできるところかと思いますので、今回付け足し

ておきました。 

 最後に１分で、今後の課題をお伝えしたいと思います。家計相談は冒頭から申し上げま

したけれども、何をやっているのという質問がとても多いです。家計相談をやっている人

からも質問されます。ですから、５つの柱をしっかり伝えることが必要かと思っています。 

 でも、それを全て家計相談に投げられてしまうと、少ない人数でやっているのでパンク

してしまいます。家計の把握は関係機関がしっかりできるようになっていくほうがいいと

私は考えております。ですから、関係機関に家計相談を知ってもらうこと、ただお金に困

っているようだというだけでつなぐのではなくて、何に困っておりどうしたほうがいいの

か、主訴は何か、周りの機関が聴きとれることがあることということをしっかり知っても

らうことも支援かと思っております。 

 あと、やはり家計はいろいろな情報も必要です。ですから、継続的な支援が必要かと思

っておりまして、当法人では30時間程度の継続研修を相談員になる前にまず課します。そ

の後に、やはり日々の訓練が必要なのでロールプレイング等で日々やっていくことになり

ます。ですから、具体的には知識研修だけではなく、これは参考としてつけましたが、行

動を変容するために「行動分析学」と、あともう一つ『解決志向短期療法』というアプロ

ーチを使って私たちは相談に乗っておりますので、こういったことも家計相談に困ってい

る方に伝えていきたいと思いますので、育成事業をしっかりしていきたいと思っておりま

す。 

 駆け足ですが、以上になります。ありがとうございました。 

○新保座長 中森構成員、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして髙木構成員よろしくお願いいたします。 

○髙木構成員 兵庫県伊丹市の髙木と申します。よく社会福祉事業団と間違われるんです

けれども、雇用福祉事業団です。よろしくお願いします。 

 設立から70年がたちます。戦後の失業時代に、失業対策として当時立ち上げられました。

現在も、全国に70団体ほどある１団体です。そういった場面から、私は伊丹市の就労準備

支援事業と認定就労訓練事業を主に、就労自立に向けた就労を必要とする方への支援の在

り方として、そのテーマで述べさせていただきます。また、全国の自治体及び支援団体、

利用者の声がこの間も聞こえてきましたので、その対応策について説明したいと思います。 

 私自身、高校の同級生の不登校支援から始まって、この支援が35年ほどたちました。そ

の支援で変化が起きたのが、リーマンショックだと思っております。それまでの支援は、

中高年層が主流でした。仕事を提供すれば自立生活支援、生活再建ができてきました。 

 ただ、リーマンショック以降、全く学校に通ったことがない。卒業後、10年以上ひきこ

もっている状態で、その中で仕事をしたい、仕事をしなければ生活できないという若者層 

の相談が増えてきたと思います。社会のマナーやルール、体力や気力もないことから、当
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時は職業訓練校での就労支援で継続支援をしながら取り組んできました。 

 当時は制度もなく、どこの誰かも不明な状態での受入れは非常に勇気が要りました。そ

の当時からすると、生活困窮者自立支援制度が始まり、私からすると何と容易な仕組みが

できたんだろう、すばらしい制度ができたとうれしく思って今、取り組んでおります。そ

うした中で、伊丹市の就労準備支援事業と認定就労支援に取り組むこととなっております。 

 その時期から、駆け込む市民に対してタイミングを逃さず、タイムラグを無くし、初回

の面談はスタッフ複数人で対応しております。よくデベロッパー型の支援とおっしゃる方

もおられます。私も、初回相談は必ず参加しております。１回の聞き取りで生活再建、自

立する最低限度のカバーをすることが八方ふさがりの方への対応は当然ですし、１人の聞

き取りよりも複数で意見、アドバイス、支援の方法と、異なることを確認し合って私たち

は取り組んでおります。 

 この支援の始まり、生活保護に至る方も状況が見えてきました。以前までは体力、気力

がある方でも、金銭を持っていなければ生活保護に至るケースが見えてきました。私たち

は、働ける人たちは皆さん働いてもらっています。こういった受入態勢で臨んでいます。

一緒に働いて、孤立、孤独を解消しながら、数十万ぐらいの負債でしたら自力で返済して

もらいます。自力で返済した方の満足感は、次の就活、再就職へとつながります。 

 また、人手不足と言われながら、働きたいと願う相談者のマッチングも行っていきます。

自治体で、片や担い手が足りない、いない、片や、働きたい。それをつなげていくわけで

す。仕事の切り出し、シェアがとても重要だと思っています。 

 昨今、民間企業は人材を育てなくなって、できる方のみの採用が多く発生してきていま

す。しかし、無業者を地元の労働者として育成して、税金を納める納税者として市民が支

える側が増えれば、自治体にとっても、地域経済にとっても、また犯罪抑止にとってもつ

ながるという思いを込めて進めております。 

 そうした中で地縁、血縁が希薄になった社会で、地元で働く社縁、市民が働く接点を働

くこととつなげながら新しい自治コミュニティーを働く機会を通じて市民へとつなげてい

ます。 

 これは、プラン対象外の対策を図にしました。困窮していても、数日のわずかな支援で

解消する方もしばしばいます。朝一に来て、昼一には就労を開始します。働いた対価を現

金で得てそれを渡し、漏れなく食料を提供します。今、市民が何を求めて、市民が何に困

っているのか、それが雇用福祉事業団でカバーすることです。 

 当事者の焦る気持ちを落ち着かせて、働いていると、その間の悩みを忘れるそうです。

その働いている間、伊丹市の皆さんと複数の課題について整理していきます。そうした現

状の方たちが、一番窓口に来られることが多いと思います。 

 皆さんには、全てを委ねた人は一番自立が早いですよということをお話しします。そう

すると、いろいろな方々が、全てを相談したほうが自立につながったというような結果が

多くあります。最近の傾向では、コロナの関係で若い女性の多重債務者が増えているとい
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う状態が多く発生しています。 

 こちらは、認定就労訓練の実情です。おおむね、雇用型のみを活用しています。全体の

支援に加えて必要なものを提供します。働くためには、散髪代、風呂代、自転車からコン

ロ、スマートフォンの貸出しをしていますが、全て働いて返してもらいます。困窮してワ

クチンの接種ができないという方も、スマートフォンの貸出しで対応できました。 

 働いても現金管理ができない方は、了承の上、任意で家計支援を並行します。食料を望

めば、自立するまで継続します。そうした再就職の資金を蓄える、就労準備事業、認定就

労訓練を並行しながら進めております。 

 今回、就労支援の在り方、支援１の７ページのグラフで課題にあるように、経済的困窮

が70％、就活困難者が30％とあるように、重層的に伊丹市はワンストップ型の一括支援に

取り組んでいるところでございます。 

 次に、無業者の支援です。無業者の就労支援も同様に、初回は複数人で対応させていた

だいています。私の試算では、全国各地で新成人と同数が地元にいると推測しています。

その方たちが全て就労不可ではありません。働くことができて、自らが生活を維持する最

低ラインの生活ができれば大きな成果です。これを、無理にハードルを越えさせようとす

るとストレスにもなります。 

 初回面談当日、同様に作業をしてもらい、働いた対価をお渡しします。伊丹市では、大

きな店舗の２店舗で駐輪場の警備をやっておりますけれども、そちらの方は皆さんひきこ

もりの方です。この面談で書かれていた履歴書に毎日歩いている、役所の相談窓口まで歩

いてきているという現状から、８時間、働く仕事、歩く仕事というところに結びつけて皆

さんに働いてもらいます。そうすると、ほぼ皆さん次の日から参加します。 

 委員の皆さんも、初めて働いて給料を得たときと同じように、現金の効果は就労意欲の

向上に絶大です。キャッシュレスでは、賃金の価値と支出がかみ合わなくなるのは当然で

す。そうしたものを含めて、現金をお渡しする取組をしております。 

 これは、昨年の実績になります。コロナで一時的に受入れを規制しましたが、今年の１

月からある取組を実施しました。これまで、昨年の12月までは１日１回、午前、午後のみ

で500円の参加をお渡ししました。皆さんからお話を聞く中で、コロナ禍で家庭にいる時間

の中で家族がリモートワークになるとか、仕事がなくて自宅にいる時間が長くなっている

というところで、自宅でも居場所が無い、働きたい、儲けたいという相談がありまして、

午前も午後も１日来られれば\1,000にしますということを訴えて１月から開始しますと、

同じ方たちの参加は2.5倍に増えてきました。 

 当事者の聞き取りの中で、なぜひきこもるのか。それは、やはり現金を持っていないか

らという方が非常に多いのかなと思っています。外に出れば物が欲しくなる。ゲームやネ

ットをするのは、家計の浪費を考えているということをおっしゃいます。 

 この効果は、参加率が増えてきたことと、もう一つの効果がありました。必然的に長時

間過ごすことで、企業への就職体験や短期アルバイトにつながっております。一般的な就
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労等への中間的就労のさらに中間的の場をつくれば、数か月後に変化が出てきます。就労

準備の認定就労訓練も本人の希望で参加、不参加を決めてもらいます。中には、しばしば

お金でなく自分のことを知ってほしいという参加者も増えてきました。 

 今回の厚生労働省の資料８ページの課題であるように、具体的にインセンティブによる

就労意欲喚起で言動が大きく変わり、無料職業紹介所への同行支援等はこれまでなかった

柔軟な支援だと考えております。 

 そうした制度に沿って階段を上る方もおられますけれども、伊丹市の特徴としては、公

共事業や民間の委託を直接請け負いながら面談や訓練場所を提供して、継続的に見守りや

メニューを準備しております。驚くのは、40年ひきこもりの方でも、野宿されていても、

特徴、特性をつかむと翌日から一般と同様の賃金を渡して自立が加速するという状況がた

くさん実績としてあります。 

 最後に、就労に向けた準備を必要とする方への在り方の課題です。就労支援の在り方で

すが、厚生労働省の資料９ページ、11ページにあるように、課題に対する対策です。協力

事業所、マンパワー、スキル、ノウハウ、確かに多くは依存しているのかなと思っており

ます。必要と思う人が必要なものを整えて包括することは無理なのでしょうか。それぞれ

理解や温度差もありますし、これは誰、あれはあの人、この人と言わず、重複して構わな

いと思いますし、そうした横断的ルールも必要ではないかと思っています。 

 私たち雇用福祉事業団は伊丹市と連携して、思いついたときに行動する。利用者、対象

者の変化や表情が変わった時点で、次はどのように展開していくのか。こうしたらもっと

反応が出るかもしれないと、支援プログラムを結構楽しく、やりがいとモチベーションが

高くなっていると思っております。 

 同時に、全国の自治体や支援団体、県外の当事者からも相談があります。 

 １つ目には、予算が低い、予算がない、実施できない課題が言われています。自治体の

財源でなく、市民の寄附、ふるさと納税を活用して選択肢を増やすアドバイスを私たちか

ら今、進めております。 

 ２つ目には、包括したコンパクト化支援の体制です。せめて全自治体に窓口が欲しい状

況です。また、それにはロス商品を提供するだけでなく、ロス食料もコーディネートをす

ることが必要かと思っております。動いている窓口、動いていない自治体の特徴は、やは

りそういった行動する状況であるとか、車両等が足りないのかなということも感じており

ます。 

 ３つ目には、認定就労訓練事業所との連携やメリット、自治体の庁内連携です。取り組

む効果を写真や数字でアナウンスしながら理解を呼びかけ、先ほど説明した仕事のシェア、

公共事業で切り出していくことはたくさんあると思います。柔軟な制度を、より各地で状

況を探る地域資源の活用が必須かと思っております。 

 また、認定就労訓練事業所の民間事業所が給料や賃金を提供しても、何ら税法上の優遇

措置がないことが分かりました。多くのみなさんの善意で成り立ったています。そうした
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就労に向けた自治体、事業者、市民がウィンウィンの関係となり、制度が充実して機能す

ることを望んでおります。 

 報告は以上となります。どうもありがとうございました。 

○新保座長 髙木構成員、ありがとうございました。 

 それでは、ここで５分間、小休憩を取りたいと思います。今41分ということで、47分か

ら開始したいと思いますので、47分になりましたらまたお集まりください。ありがとうご

ざいます。 

 

（休  憩） 

 

○新保座長  

 それでは、御発表の後半になります。林構成員、よろしくお願いいたします。 

○林構成員 よろしくお願いいたします。画面共有させていただきます。 

 皆様、こんにちは。座間市福祉部生活援護課の林です。私からは、主に自治体の現場の

立場からハローワークとの連携、就労支援、家計改善支援、生活保護との関係について報

告及び意見を述べさせていただきます。 

 まず、「ハローワークとの連携から」、始めたいと思います。本日のプレゼンに際しま

しては、後ほど説明いたします「チーム座間」のメンバーから意見聴取を行いました。こ

ちらのスライドの「ハローワークからの意見」は、御意見いただいたメール内容のコピー

です。 

 内容は、住居確保給付金や新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金受給者の方

が、ハローワークに来る意味を理解していないといったケースや、自営業者や在職者の方

が押印のためだけに来る、ハローワークの相談は必要ないと話す状況がある。 

 雇用保険などの収入などがあり、住居確保給付金非該当の方について、生活困窮者とし

て自立相談支援事業の対象にして連携して支援できないかと自治体に連絡しても、支援対

象外と言われたケースもあり、自治体によって対応（解釈）が異なり、支援対象者も異な

るようだといった内容で、私は複数の自治体と連携する現場の意見として重く受け止めま

した。 

 本日は、そうした複数の自治体と連携する方の意見も含め、「チーム座間」メンバーの

意見も紹介したいと思います。 

 こちらは、座間市の地勢や事業実施状況です。生活困窮者自立支援事業は福祉部の生活

援護課で担当しており、同じ課で生活保護も担当しております。 

 こちらは、「任意事業開始の状況」です。本市では庁内連携などにより広く相談を受け

付け、制度の隙間に陥った相談者の複合的な生活課題を顕在化しつつ、食料支援、居住支

援など、行政、制度だけでは対応できない課題の解決のために地域の方々に協力を求めた

ことから、支援の実態が先行し、任意事業の開始につながりました。 
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 そのような個別支援を通じて出会った地域の方々との「ご縁」のつながりが、支援のネ

ットワークという形で成長していったのが生活困窮者自立支援の「チーム座間」です。 

 これまでの経緯から、こうしたハローワークとの連携についても、個別支援を通じて連

携強化を図ることが効果的であり、特に生活保護受給者等就労自立促進事業、以後、生保

就労自立事業と呼びますが、この事業の活用が重要と考えております。 

本市が比較的ハローワークとの連携が取れているのだとすれば、ほかの自治体と何か違

いがあるかどうか、厚労省から出されましたデータと突合してみました。 

 都道府県データと本市を比較したところ、県全体の新規相談受付数のうち、本市の割合

は7.8％ですが、プラン作成件数は19.3％、生保就労自立は29.3％というものが県全体の数

のうち本市分でした。このことから、プラン作成状況はハローワークとの連携状況に影響

を与えると考えられます。 

 コロナ禍において新規相談が急増したことにより、プラン作成が追いつかず、そのため

に生保就労自立事業の活用が進んでいないのではないかと感じられます。 

 ハローワークとの連携強化には、生保就労自立事業の活用が重要で、事業活用にはプラ

ン策定、支援要請が可能となる体制整備が不可欠ですので、自立相談支援事業の国庫負担

額の人口規模別基本基準額の引上げをお願いしたいと思います。 

 なお、人口規模別基本基準額については新規相談件数が増える一方、自治体の人口減少

のために事業規模を維持することが難しくなるといった自治体の話も耳にしておりますの

で、そういった視点からも引上げが必要ではないかと思います。 

 次のスライドは、令和２年度と令和元年度との比較です。新規相談者数の急増に伴い、

就労準備支援事業を除く全ての項目で支援決定の増加が見られました。特に、自立相談支

援事業と生活福祉資金特例貸付が連携する場合、家計改善支援の利用をプランに組み込む

ことが増え、家計改善支援事業の利用が前年の４倍近く増加しました。 

 家計改善支援事業は相談支援において必要不可欠な事業となっており、必須事業化すべ

きと考えます。その際の国庫負担率は、自立相談支援事業と同様の４分の３となるようお

願いいたします。 

 次のスライドは、本市の「就労支援について」まとめたものです。もともと生活保護制

度の自立支援プログラムとして、就労可能な被保護者を対象に、就労支援員によりハロー

ワークや求人広告などの求人と求職者をつなげるといった支援が行われていましたが、生

活困窮者自立支援制度開始以降、自立相談支援事業で受け止める多様な就労に関する相談

に対応するため、支援メニューの拡充を進めてきました。支援メニューの一部は、生活保

護制度の就労支援においても活用可能な社会資源になってきています。 

 次のスライドは、「就労支援における連携について」まとめたものです。個別支援を行

いながら求人開拓、プログラム開発など、地域における就労支援の強化に向け、各就労関

連事業が相互に連携・協働しながら取り組んでいるのが本市の特徴だと思います。 

 ここでは、特に就労準備支援事業について御注目いただきたいと思います。就労準備支
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援事業がハローワークや無料職業紹介事業、ユニバーサル就労支援、認定就労訓練などと

連携することで相乗効果が生まれてきます。地域における就労支援機能の強化という面か

らも、就労準備支援事業は必須化すべきと考えます。その際の国庫負担率は、こちらも自

立相談支援事業と同様の４分の３となるようお願いいたします。 

 次のスライドは、「就労支援に関する意見」です。「チーム座間」からのメンバーの意

見になります。 

 認定就労訓練のマッチングコーディネーターからは、認定就労訓練「雇用型」について、

雇用型の実施に向けたメリットが乏しいため、「優先発注」等の実現に向けて自治体の体

制づくりが加速する制度設計に期待したい。 

 特定求職者雇用開発助成金についてですが、法人が就労訓練事業で対象者を受け入れた

後、訓練事業での受入実績が原因で特開金の使用ができないということについて使用可能

にしてほしいといった意見があります。 

 社会福祉法人「中心会ユニバーサル就労支援事務局」からは地域差の問題、また、近隣

の他市のサービスを利用できるような柔軟な運用方法があってもいいのではないかといっ

た提案、就労支援の質を担保するガイドラインの必要性や相談員の相談先、現場への専門

的助言の必要性について意見が出されました。 

 就労準備支援事業「はたらっく・ざま」からは、「一般就労と福祉就労」「正規と非正

規」といった分け方を超えた「働き方」の概念づくりが提案されました。「これは目指す

理念的なもので、実現化は簡単にはできません」とありますが、非常に重要な提案ではな

いかと思います。 

 加えまして、私からは職業訓練受講給付金と住居確保給付金との併給を恒久的な措置と

するとともに、女性の貧困が問題化していることから、職業訓練受講給付金では児童扶養

手当・児童手当は収入として算定しませんが、住居確保給付金でも同様に児童扶養手当・

児童手当は収入として見ない運用にしていただきたいということ、求職者支援訓練につい

て都道府県に設置されている「地域訓練協議会」に生活困窮者自立支援制度主管部局等も

参加し、訓練ニーズについて現場の声を伝えることができるようにすることなどの連携強

化をお願いしたいと思います。 

 次のスライドは、「家計改善支援事業における連携について」です。生活困窮者自立支

援制度と生活保護、両制度で家計改善支援事業を実施したことは、コロナ禍において制度

間連携の強化や、生活援護課と座間市社会福祉協議会との連携強化につながりました。自

立相談と連携し、家計を切り口として相談者の生活課題を複眼的に把握できるといった効

果により、世帯への包括的な相談支援のために家計改善支援事業は欠かせない事業となっ

ておりますが、令和２年度から開始した被保護者家計改善支援事業においても、ケースワ

ーカーと連携することで同様の効果があることが見えてきています。 

 また、制度活用に当たって、御相談者は生活困窮者、要保護者、被保護者など、法律上

の名前が変わりますが、コロナ禍において制度横断的に御相談者に伴走する支援が家計改
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善支援事業によってなされた点も大きな出来事だったと思います。 

 家計改善支援事業からは、生活福祉資金貸付については、全ての資金について家計改善

支援の活用が必要ではないか、様々な支払いの対応について家計改善支援事業の利用を条

件とした支払い猶予や減免制度が考えられないか、日常生活自立支援制度非該当だが金銭

管理ニーズがある場合の対応が必要になっているなどの意見が出されています。 

 最後のスライドは、「生活困窮者自立支援制度における生活保護受給者に対する支援の

在り方について」です。 

 「「資料及び議論の枠組みに対する違和感」について」と、多少クリティカルな表現を

いたしましたが、私は生活困窮者自立支援制度と生活保護の関係については、お示しいた

だきました資料やお示しいただきました視点にとらわれず、多様な視点から議論される必

要があるのではないかと思っております。 

 一例として資料にお示ししたのは生活保護法の第１条との関係についてです。資料３、

２ページの表では、目的の欄に生活保護法第１条と生活困窮者自立支援法第１条が並べら

れておりますが、生活保護法の解釈と運用によれば、生活保護法第１条の要旨は最低生活

の保障、国の責任、自立助長の３点があるといった考え方が示されており、その場合には

資料３の３ページに出ております、生活困窮者自立支援法第４条が生活保護法の第１条と

対置されるといった考え方もできるのではないかと思います。生活保護との関係も含め、

国や自治体の責任、責務の視点から本制度を考えることも必要だと考えます。 

 もう一点は、資料には示されておりませんが、生活困窮者自立支援法の基本理念を定め

た第２条と生活保護法との関係です。これまでの実践の中で、生活保護との間の切れ目の

ない一体的な支援のためには、両制度が共通する理念の下で支援が実施されることが不可

欠だと感じております。 

 資料３の１ページ目の新保座長の御意見のとおり、私も本検討会で生活保護受給者に対

する支援の在り方について検討するのであれば、生活保護制度と切り離しては議論できず、

本検討会と並行して行われている生活保護に関する国と地方の実務者協議の議論と連携す

ることを考えるべきと思います。 

 最後に全般的なことになりますが、自治体専従担当職員の配置について述べます。 

 コロナ禍の中で、自治体にはワクチン接種をはじめ、様々な業務が下りてきております。

生活困窮者自立支援制度の担当部署でも、住居確保給付金や新型コロナウイルス感染症生

活困窮者自立支援金の事務に加えて、住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の担当

になっている自治体も少なくなく、職員が足りず大変苦慮しているという状況です。今後、

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について検討する際には、そうした事情

も勘案していただきますようお願いいたします。 

 本日議論している就労支援や家計改善支援だけ取り上げても、ハローワークへの生保就

労自立事業の支援要請、無料職業紹介事業の運用や認定就労訓練事業への優先調達、委託

事業に伴う仕様書の作成や契約などの様々な事務など、自治体職員が担う職務は多岐にわ
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たっております。本制度の推進のためには、自治体における専従担当職員のマンパワー確

保が不可欠です。 

 現在、人員配置は生活困窮者自立支援法第４条の５により、都道府県等の努力義務とな

っておりますが、自治体担当職員のマンパワーの確保について、生活保護のケースワーカ

ーのように地方交付税措置の対象にするなど、国としての支援をお願いしたいと思います。 

 以上で報告を終わります。残された時間で、少し質問のほうもさせていただければと思

います。 

 構成員資料を読んでの質問で恐縮ですけれども、次にプレゼンをされます堺市社協さん

についてです。人口83万人、保護率30‰の市で就労支援員２名というのは相当大変な状況

と拝察いたしました。その辺りの御苦労について伺えればと思います。 

 以上で発表を終わります。ありがとうございました。 

○新保座長 林構成員、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして最後のプレゼンになります。守屋構成員、お願いいたします。今、

林構成員から質問が寄せられましたけれども、もし可能でしたらプレゼンの中でよろしく

お願いいたします。 

○守屋構成員 よろしくお願いします、守屋です。 

 林構成員、御質問ありがとうございます。どこまで盛り込めるか分からないですけれど

も、現場の話をしたいと思います。 

 改めまして、堺市社会福祉協議会の守屋です。本日は、堺市における自立相談支援事業

の実践から、生活困窮者支援の対象者像の整理と支援の在り方について、支援体制、自治

体エリアでの仕組みが重要であること、さらには委託先としての社協の強みについてお伝

えしたいと思います。最後に、まとめとしまして自立相談支援事業、就労支援・家計改善

支援、生活保護等との連携についての意見を述べさせていただきます。 

 今日は、42枚のスライドを提出させていただいております。時間の都合上、全てのスラ

イドを丁寧に説明することはできないのですが、この機会を通じまして現場の支援員の地

道なソーシャルワーク実践と、また伴走型支援による対象者の自立に向けた変化、困窮者

支援を通じた地域づくりを理念目標とする生活困窮者自立支援法の魅力について発表した

いと思います。 

 78ページ、79ページにつきましては堺市社協の取組の特徴と課題、今後の在り方につい

て、前回のワーキングで発言した資料を再掲させていただきましたので、今日は割愛させ

ていただきます。 

 では、初めに堺市と堺市社協の概要です。堺市は推計人口82万人の政令指定都市で、７

つの行政区となっています。高齢化率や15歳未満人口は全国平均と相違ありませんが、や

はり世帯数が多いということと、生活保護率が３％、30‰と高いことは都市部の特徴と言

えます。 

 堺市社協は来年70周年を迎えますが、従来より組織化活動を中心に地域福祉の推進を図
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って、また現在は推進中の第６次計画の中で、「くらしをまもる」「つながりをつくる」

「地域福祉を創る」を社協が果たすべき機能として、いわゆる相談支援、地域活動支援、

社会資源開発を総合的に進めています。 

 生活困窮者支援につきましては、社協の第６次計画及び堺市と合同策定の地域福祉計画

の中で重点取組として包括的な相談支援体制に位置づけをしております。 

 続きまして、堺市の生活困窮者支援の立ち上げ経過を振り返ります。受託までの経過の

中で、準備段階から堺市行政や社協内での検討、さらに大学との研究グループ、共同研究

を経て、平成26年に堺市社協がモデル事業を受託しました。研究の中では、市立大学の岩

間先生にも御尽力をいただいたというところです。 

 モデル事業におきまして総合相談システム検証会議を設置し、自立相談支援事業をどこ

までやったらいいのかというようなことで、運営面と支援面の評価軸の検討、また地域ア

ウトリーチ機能のモデル試行などを行いまして、都市部における生活困窮者自立相談の入

り口、支援内容、出口、さらには事業運営と支援体制の在り方について検討し、初期段階

で相談援助フローと総合相談検証シートを初期設定しました。 

 次に「自立相談支援機関の概要」です。 

 名称は、生活・仕事応援センター、愛称を「すてっぷ・堺」といいます。本人の自立目

標に向けた、一歩一歩を支えて伴走するという意味を込めています。 

 場所は、堺市社協の本部事務局があります福祉会館内で、所管は生活支援課となってい

ます。 

 今年度の人員体制は、相談支援員が合計８名、就労支援員は堺市から委託を別途受けた

民間人材派遣会社、現在は株式会社パソナのほうのキャリアカウンセラー２名がセンター

内に常駐しておりまして、また、パソナに別にいます求人開拓員と連携を図っています。

それで、自立相談支援機関は80万人都市で市内１か所なのですが、待ち受け型だけでなく

て各区役所の社協福祉事務所に各区、毎週１回、巡回相談としてアウトリーチ型の機能を

持っています。 

 任意事業はそれぞれ別の事業所が実施しておりまして、他機関、他制度、社協内の様々

な支援機能との連携協働を重視して、自立相談支援機関を中心にこのような体制のイメー

ジとなっています。 

 自立相談支援事業の実績なのですが、コロナ前の2019年度につきましては年間で新規

1,862件と、継続的な支援回数が約9,000回となっていました。就労支援を行った95件のう

ち、75件が就労決定ということです。 

 初期設定しました相談援助フローに数字を当てはめますと、このような流れになってい

ます。新規相談につきましては、主に本人からの電話相談や関係機関からの連絡が中心で、

短時間で相談の要点を聞き取って、本人を特定しましたら、面談の必要性があれば初回相

談を設定する。初回相談はできるだけ２名体制で行って、約１時間で本人の生活状況や背

景を言語化、可視化しながら、緊急性や継続支援の判断を行います。 
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 また、情報提供のみの場合でも、本人の行動や優先順位を明確に助言しながら、他機関

へつなぐ場合につきましても同行相談や電話連絡で関係機関につなぎ切るということを意

識しています。 

 以降、２回目の面談等の必要のあるケースについては初回プランを立て、おおむね１か

月、３か月、さらに半年というペースで継続支援を再プランを立てながら進めていくとい

うようなところになっています。 

 2020年度のコロナ禍の相談実績です。新規相談は、前年同期の７倍で約１万3000件とな

っています。特に住居確保給付金と特例貸付の対応によりまして、電話が鳴りやまない状

態が丸１年続いていました。 

 「協働型の自立相談支援体制」について説明します。冒頭の説明のとおり、就労支援員

は就労支援のノウハウと強みを持つ民間人材派遣会社のキャリアカウンセラーが担い、地

域を基盤とした相談援助に強みを持つ社協職員が相談支援員を担う。それで、お互いの強

みを発揮し合いながら役割分担と役割連携が機能する協働体制です。 

 これは、本人を真ん中に置いた、いわば３人４脚の就労支援の展開のイメージです。相

談支援員が生活面の課題を本人と優先順位をつけて取り組みながら、就労支援員が準備期、

応募期の支援を行って、就職決定後も３か月間の定着支援を行いながら、相談支援員はさ

らに初回給与の使い方の相談であるとか、その後の生活再建までフォローするというとこ

ろまでを入れています。 

 区役所での巡回相談についてですが、本人にとって身近な場所で相談対応できることや、

区役所内の様々な部署と連携をしたりとか、社協の持つ地域アウトリーチ機能との連動の

効果が見られています。 

 民生委員活動との連携強化も図っていまして、小学校区ごとの相談統計や、民生委員と

ともに関わった具体的な事例のフィードバックを行うことで、地域の発見や見守りとの連

携がさらに強化されています。 

 また、困窮者支援においてネットワーク、連携は欠かせないものですので、特に区役所

生活援護課とは生活保護と困窮者支援の切れ目のない支援を目指し、各区の生活援護課に

困窮者支援と生活保護との調整担当者というものを係長級、補佐級、いわゆるSV級で設定

をしまして連携を日々取っている。それで、年１回の庁内連携会議、区役所単位での合同

研修会などを行う中で、顔の見える関係をつくりながらお互いに丁寧につないでいる。 

 次に、実践事例の中から生活困窮者支援の対象者像を整理しています。ピンク色の縦軸

を経済的な困窮状態からの緊急度、黄色の横軸を社会的なつながりの状態から見た就労ま

での距離を表わしています。 

 それで、支援対象者の相談内容を整理しますと、Ｃのゾーンにつきましては緊急度が高

くて就労までの距離が近い。例えば、就労経験があり、経済的に３か月以上は生活が維持

できる。主にこういった場合は就労支援を中心に行う対象者。 

 Ａのゾーンにつきましては、就労可能だけれども既に生活費が不足していまして、家賃
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滞納、貸付検討が必要、１か月以内の就職がタイムリミットになるなど、生活面の相談対

応を行いながら早急に就労支援を行う対象者。 

 Ｂは、もう既に所持金がないとか、かなりの滞納がある。8050問題などの世帯で複合的、

かなり逼迫した状態。緊急対応や危機介入を図りながら、状況によっては生活保護へ適切

につなぐような対象者。 

 Ｄは、親と同居などで今は経済的には余裕があるけれども、本人の自立や就労までの距

離が長いということで、今は大丈夫でも放っておいてしまうとたちまちＢの状態になって

しまうことが予想されますので、できるだけ早く発見し、困窮状態に至る前に就労準備支

援事業や家計改善支援事業を活用したプラン支援を行いたい対象者と言えます。 

 この対象者像の分布図に該当する事例を４事例、資料に掲載しています。 

 事例１は、40代男性、「離職し経済的困窮が近づく方への就労支援」の事例。 

 事例２は、30代の子と60代の母親の世帯で、自立への阻害要因が多く、危機介入後に生

活保護につなげた事例。 

 事例３は、独り親世帯で、雇用保険受給により生活保護廃止となった後に、生活保護か

ら困窮者支援に連携を図り、その後も切れ目のない支援を行った事例です。 

 事例４につきましては、40代で約20年間無就労、ひきこもり状態の男性に対して、地域

住民の発見、見守りと連携しながら、約３年間かけて自立に向かった事例です。 

 本人の自立のプロセスや変化を、研修や民生委員会を通じて地域へフィードバックまで

展開したことで、さらに地域での見守りや発見の感度が高まる効果が現れました。 

 時間の都合上、一つ一つの詳細説明は行いませんが、生活困窮者支援を語る上で事例は

欠かせないものですので、たくさん掲載させていただいております。 

 次に、昨年からコロナ禍で対象者像が変化しているということに触れます。先ほどの分

布図の中で、緊急度が高くて自立への阻害要因を抱える対象者が急増して、ここで言うＢ

のゾーンが急拡大したと言えます。これまでＡやＣのゾーンにあった対象者で失業の場合

は特例貸付が効果的な場合もありますが、自営業でありますとか減収の場合は、財産や債

務などを既に抱えている状態で、特例貸付や住居確保給付金を利用した後もなかなか困窮

状態が長期化する中で改善が難しくて、ここから生活保護へのつなぎというのが、やはり

拒否であったり、阻害要因が膨らんだ状態で支援が難しいということを実感しています。 

 また、Ｂゾーンでは外国籍や未成年、もともと複合多問題を抱えた世帯が、さらに困っ

た状態で顕在化する。 

 Ｄのゾーンでは、コロナ前は親の収入などで経済的に余裕があったのが、減収する、貯

金が減るスピードが増してしまったというような事例です。 

 同じく事例５、事例６を掲載しておりますので、こちらのほうも御覧いただけたらと思

います。 

 残りの資料には、初期段階で作成しました総合相談システム検証シートを活用した実践

の評価、または課題蓄積で必要な資源やネットワークの開発の循環、また困窮者支援を通
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じて生み出してきたプロジェクトを紹介しています。 

 まとめとしまして、「自立相談支援事業のあり方について」、やはり相談の「入口」「支

援」「出口」の振り返りと評価が重要であるというようなこと、また、ケースが滞留しな

いためのスーパービジョン体制を構築すべきというところです。 

 また、相談員１人当たりの適正プランは、堺市では常時15件から20件ぐらいが適正プラ

ン数ではないかなというところで、20件を超えるともう記録も追いつかないですし、一件

一件の丁寧な伴走支援というのが難しいというようなことを感じているところです。 

 また、実践エリアでの総合的な仕組みの中で連動していくということがとても大事だと

いうようなところ、また、制度を横断するためには一つ一つの事業だけではなくて、それ

を横断するためのマネジメント機能が市域において仕組みの中で必要ではないかというよ

うなことです。 

 最後ですけれども、幾つか就労に関する意見、家計改善に関する意見を載せております。 

 最後に、座間市の林構成員からの御質問につきましては、本当に今見ていただいたとお

り合計10名の体制でやっていますけれども、ここは就労支援員と相談支援員の役割分担と

連携を明確にすることによって、協働型で何とか今の人数でも対応し切れているかなとい

うところですが、ただ相談支援員自体がやはり増えないことには、なかなか最初のアセス

メントでありますとかプラン策定というようなところが進みませんので、就労支援員が増

えるというよりは相談支援員の体制をもっと強化するべきかと考えています。 

 厚労省のほうで調査していただいたものでいきますと、我々80万都市でいうと、10万人

に対してたしか2.3人の相談支援員体制が望ましいというところなので、堺の場合は18人

ぐらい本当は要るところですが、就労支援員、相談支援員を合わせて今10名というような

ところですので、この辺りにつきましては予算面のところでありますとか配置基準などの

改善をお願いしたいと考えているところです。 

 すみません。超過しましたが、私の発表は以上です。御清聴ありがとうございました。 

○新保座長 守屋構成員、どうもありがとうございました。 

 ５名の構成員の皆様からは大変分かりやすく、現状や今後に向けた御提案など、とても

示唆に富むプレゼンをしていただきましてありがとうございました。 

 それでは、これより質疑応答や意見交換の時間を設けたいと思います。１度は御発言い

ただけるように進行したいと思います。発表者以外の方について、お一人４分以内で事務

局の説明についての御質問や御意見をいただけますでしょうか。 

 なお、11月22日の第１回ワーキンググループの内容に対する御意見についても、前回言

い残したことなどがありましたら御発言いただいて構いません。今回も３分で１回、４分

で２回、ベルを鳴らします。２回目のベルが聞こえましたら、お話をまとめていただきま

すようお願いいたします。また、画面にタイマーが表示されておりますので、御参考にい

ただければ幸いです。 

 御発言の順番なのですけれども、今日は名簿の後ろのほうの構成員の方からお願いした



33 

 

いと思います。村木構成員、立岡構成員、鈴木寛之構成員、坂入構成員、垣田構成員、岩

永構成員、青砥構成員の順番でお願いしたいと思います。資料を事前に出していただいて

いる構成員の方もいらっしゃいますので、資料を出されている方は御提示をお願いいたし

ます。 

 それでは、村木構成員よろしくお願いいたします。 

○村木構成員 ありがとうございます。 

 皆様方のプレゼン、本当にありがとうございました。一番の感想は、皆様方が全ての自

治体にいらっしゃれば、この今の課題というのは解決していくんじゃないかなと感じたと

ころでございます。本当にありがとうございました。 

 私のほうからは、就労支援に関しての意見ということでお話をさせていただきたいと思

います。 

 鈴木さんのプレゼンは、私も全く今、同じようなことをしている中で非常に感じている

ところがございます。その中で、鈴木さんからは、自治体とかその支援員のかなりの落差

があるのではないかというお話がありました。それで、スーパーバイザーを入れたらどう

かというようなお話もありましたが、やはり企業側のほうに私たちのほうもアプローチを

しなければいけないのではないかというところでは、認定就労訓練事業を利用している方

の、その想定している人というものが、制度で想定しているのと実際のところに結構な乖

離があるんじゃないかということをやはり私自身も感じております。 

 その中で、例えば税制上のインセンティブですとか、立ち上げ経費の助成とか、そうい

ったことはありますけれども、やはりもっと直接的なノウハウの提供ですとか、あとは先

ほど鈴木さんがおっしゃっていた業務分解ですね。私どもはまさにそういうことをしてい

て、同じ介護の仕事の中でも、例えば食事介助は専門性が必要ですけれども、下膳をする

とか、食器を片づけるとか、そういうことは全く専門性は必要ではないですね。そういう

ところに、実はその会社なり企業が生かしていけることがあると思うんです。そういった

像を見せないと、その就労支援につながるために普通の一般企業の中で、ノウハウとか、

そういう余裕がないんだよということを私たちもよく言われます。 

 そういうことに対して、その企業の中でどういうノウハウが必要で、どういう事業所の

インセンティブにつながっていけるのかという具体的な像というか、イメージを提供する

のは必要なことではないかと思いました。 

 私どものほうでも、先ほどもグレーゾーンの方のお話があったとおり、ひきこもりの方

とか、ニートの方とか、そういう方たちはやはり実際に就労支援をやってみて何らかの、

例えば障害をお持ちじゃないのかなと、そこをなかなかつなげられなかったりということ

があります。 

 そうすると、やはりそこには１人につき１人ぐらいの配慮が必要になってきたりという

こともありますので、そういったところもしっかりとサポートができるような体制という

のは必要なんじゃないかなというふうなことを今、思いました。 
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 私からの意見とさせていただきます。以上です。ありがとうございました。 

○新保座長 村木構成員、どうもありがとうございました。 

 それでは、立岡構成員お願いいたします。 

○立岡構成員 立岡です。ありがとうございます。では、画面を共有させていただきたい

と思います。 

 皆さんのプレゼンを聞いていて、そうだ、そうだと思いました。その中で、本当に皆さ

んプレゼンがうまいですね。15分でぱしっと決めているなというふうに、すごくまとまっ

ているので分かりやすかったです。それで、今回、私は取りあえず就労支援の部分で思っ

ていることを少し述べたいと思っていました。 

 まず、特開金のことですね。後で読んでいただければと思うんですけれども、特開金を

例えば困窮のところで当事者は使いたがらないんです。それはなぜかというと、自分が特

定就職者困難とか、生活保護受給者等雇用開発コースとか、結局は何らかのレッテルを貼

られているように勤める先のところから見られてしまうということがあるからやはりそう

いうのは使いたくないですと、せっかくあるんだけれども使っていないというのが非常に

あるので、ここは厚労省さんで考えて、生活困窮者の自立支援のところもそうですよね。

困窮者というふうに出したら相談に来ないよというのと一緒で、人の財と書いて人財とか、

才能豊かとか、将来有望とか、ポジティブに特開金を使えるような感じにしたほうがいい

なと思います。 

 それと、生活福祉資金の貸付を受けた人もすべからく特開金の対象者にしてしまうとい

うことは絶対大事なんじゃないか。そうすると、リーマンショック以降、派遣切りの人が

増えてからあまりホームレスの人たちに対して偏見がなくなったんですね。やはり派遣切

りの人と一緒ですとかと言っちゃうと、何かすごく社会的にみんなが包摂してくれたみた

いなところがあったりして、だから貸付の人は相当の数いますから、実際は困窮者の方々

もひっくるめた上で特開金の対象で、ちょっとここもポジティブな名前にしたら結構、特

開金とか使ってくれる人はいるんじゃないかというような感じで、企業メリットも大きい

んじゃないかと思っています。 

 あとは、座間の林さんが話をしていたのは私もそう思っていました。就労準備支援とか

認定就労訓練のところで体験実習とかをしてしまうと、特定予定派遣みたいな形で見られ

てしまって特開金の対象にならないといったところがある。ここの部分に関しまして、や

はりちゃんと特開金の対象にするというようなことは大事なんじゃないかと思っています。 

 続いて、今回のテーマとはちょっとずれるかもしれないんですけれども、この前も東京

で大きい地震がありました。そうすると、結構みんな大変な状況になっちゃいます。本当

に南海トラフとか首都直下型が起きたときに、大変な人たちがたくさん増えるわけですね。

そうなったときのことを考えると、やはりきちんと自立相談支援の枠組みの中に被災者の

支援のことを入れ込むということは、私はしつこく諦めず言い続けたいと思っていますの

で、被災者でも最終的には困窮者が残りますから、ここのところはきちんとやってもらい
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たいなと思っています。 

 それから、生活保護との関係で今日は進士さんもそこにおられるなと思うので、高知市

のところに会計検査院が入ったときに、生活保護から脱却した人が何で生活困窮者の支援

事業で面倒を見ないんですかというようなことを言われて、これはなかなか会計検査院に

してはまともなことを言うなと思って、やはりそこの相互の乗り入れができるような形で

案分なども考えたほうがいいのかなと思いますし、ケースワーカーさんが実は地域資源を

知らないので、地域資源が分かるように通達を出してもらいたいと思います。 

 以上です。 

○新保座長 立岡構成員、どうもありがとうございます。画面共有ありがとうございまし

た。 

 では、続きまして、鈴木寛之構成員お願いいたします。 

○鈴木（寛）構成員 すみません。毎日事件が起きているもので、ちょっと出席が遅れて

しまって大変失礼いたしました。 

 皆様のすばらしい発表を聞かせていただいて、非常に勉強になります。本当に日頃、考

えていること、思っていることを、こうやって形にしていただくと非常に分かりやすく、

また、何かうちの改善の材料になるかなと思って聞いておりました。 

 私が非常にまず興味深かったのが、府中の中森構成員さんから家計改善の発表をいただ

きました。今般、コロナで家計のお金がないということで困っていらっしゃって窓口に殺

到したという現状において、この家計改善支援事業の脆弱さというのが一番露呈してしま

った。ですから、今回の制度の改善といいますか、改正においては、ここの家計改善支援

事業のてこ入れというのは絶対に必要だと思っております。 

 どうしても改正となると何かツール、何かの貸付とか、新たな給付金とか、そういう話

に進みがちなのですが、まさに今日、中森構成員がおっしゃっていただいたような、今あ

るやっていることについてのもう一回見直しと、ツールの再開発、それから現場への落と

し込みというところがやはり必要だなと感じました。 

 平成26年から私は家計改善支援事業に取り組んでいるんですが、せいぜい今できている

ことといったら、多重債務で苦しんでいる方に対して弁護士相談につなげたりとか、一緒

に弁護士事務所に同行して多重債務を整理する手続を進めるというようなことしかできて

おりません。 

 すごく生活困窮者というのは幅が広いんですよね。運用の部分を求める人もいれば、そ

れこそ日々のお金の管理すらちょっと自分ではできないんだということで、その管理の部

分を求めている方もいれば、幅が非常に広い。 

 ですから、ファイナンシャルプランナーの導入とかも考えたのですけれども、やはり運

用の部分では生きるんだけれども、管理とか、そういった部分になるとちょっとうまく事

が進まなかったというところがありまして、こういった内容をいかに全国の家計改善支援

事業、家計改善支援員に普及させるかというところは非常に重要なことだと思いました。 
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 あともう一点です。林構成員から貴重なお話をいただきまして、生活保護との一体的運

用というのは今回のテーマの一つだと思うんですけれども、これについて私は次回、発表

の時間をいただいておりますので、そちらで具体的に説明させていただきたいんですが、

本当に現場でやっている私からすると、あまりに生活保護制度が大き過ぎて、一体的運用

となるとのみ込まれてしまうんじゃないか。せっかくここまで生活困窮者の制度を一生懸

命つくり上げたものが、生活保護の分野でいえば単なる法外なプログラムの強化だけでま

とまってしまうのではないかというようなところは、素人ながら危惧しているところであ

ります。 

 ただ、切れ目のない支援とか、あとは生活保護につないだ方も一定期間、困窮のほうで

見定めるというような仕組みというのは絶対にあったほうがいいわけです。 

 あとは、どういう制度としてどこまでのみ込めるかとか、どこまで一体的運用にするの

かとか、そういったところというのを次回提案させていただければと思っております。 

 以上です。 

○新保座長 鈴木構成員、ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、坂入構成員お願いいたします。 

○坂入構成員 皆さんはじめまして、茨城県庁の坂入と申します。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 私のほうからは、都道府県の立場ということで、３つほど大きく分けて意見を述べさせ

ていただければと思っております。 

 まず１点目ですけれども、「自立相談における就労支援の課題」ということで、資料１

のスライド11に関わってくるところなのですけれども、自立相談支援における就労支援の

中で約４割の自治体が求人情報、あるいは協力事業所等の開拓ができていない。または、

協力してくれる企業や事業者がいない、少ないといった課題を抱えているといったような

結果が出ております。 

 当県のほうでは、令和２年度から都道府県による就労体験訓練先の開拓マッチング事業

というのを実施しております。現在、就労準備支援事業及び家計改善支援事業を委託して

いる法人に併せて委託をしているような状況ですけれども、その法人というのは以前サポ

ステの事業も担っていたので、非常に企業開拓とかには明るくて、そういう効果は示して

いただいているところかなと思います。 

 この就労体験訓練先の開拓というのは、自治体の職員とか自立相談支援機関の職員にと

ってはやはりハードルが高いのかなというふうに肌で感じています。それらに対して、こ

の事業を活用して、昨年度から協力してくれる企業さんにお声がけをして事業所見学会の

開催をしたり、必要に応じて初回体験時の同行なども実施しているような状況です。 

 非常に参加された自立相談支援機関、あるいは自治体職員の方というのは、家計改善は

イメージがつきやすいんですけれども、就労支援はイメージがつきにくいという意見があ

って、前向きに考えていきたいという意見をいただいているので、非常に効果はあったか
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なというふうに感じています。 

 それで、これは令和４年度まで10分の10の事業ですけれども、これだけ多くの機関、あ

るいは自治体の方が課題を抱えるということであれば、令和５年度以降も引き続き10分の

10で実施していただきつつ、全国ですと16の自治体しかまだ活用できていないというとこ

ろだったので、この広がりも大きく進めていければと思っています。 

 次に２点目です。就労準備支援事業と家計改善支援事業ですけれども、実施自治体数は

就労準備についていえば46自治体ほど、令和元年度から２年度に比べて増加しています。

それにもかかわらず、コロナの影響もあるかもしれないのですけれども、件数は61件しか

伸びていないというところがあります。やはりこれは単純計算で、これまで実施してきた

自治体は例年と同じ数を実施したとしても、残りの46自治体が１自治体当たり１から1.5

人ぐらいしか実施できていないのかなということが予想されます。 

 これらのことからも、自治体も任意事業を開始するというところだけに着眼点を置きが

ちになっていて、実際に開始した後の利用件数の増加であったり、その効果的な支援を検

討していくのが改めて必要かと思っています。 

 これには自立相談支援機関の役割がやはり大切かと思っておりまして、就労準備支援も

家計改善支援も当初、想定していたより支援機関は少なくなったというデータが今回の厚

労省さんの資料にも出ています。就労準備支援、あるいは家計改善支援のデータを踏まえ

て、もうちょっと柔軟な活用の仕方を提供できればいいのかなと思っております。 

 最後に生活保護との連携ですけれども、茨城県の場合は町村部を県のほうで管轄してお

りますので、大体、各センターで自立の窓口と生活保護の窓口は一緒ですが、課題の中で

あったように、４分の１しか困窮のほうにつなげていないというところがありますので、

ここはやはりきちんとつなげるような仕組みづくりがやはり必要かなと思います。 

 最後に、茨城県の職員は今回の非課税世帯の担当にうちもなってはいるんですけれども、

やはり今年度から開始した自治体の体制整備に向けた担当者研修とか国のほうで考えてい

ただいたので、そういった都道府県同士のつながりも今後継続的に考えていただければ非

常にありがたいかと思っています。 

 以上です。 

○新保座長 坂入構成員、どうもありがとうございました。 

 それでは、垣田構成員お願いいたします。 

○垣田構成員 大阪市立大学の垣田と申します。私も画面を共有させていただいて、時間

に限りがあるものですから文字をご覧いただきながら発言させていただきます。 

 御発表いただきました構成員をはじめ、皆さんの御発言を参考にさせていただいており

ます。その上で、私からは事務局から示された資料を踏まえて、質問というよりも構成員

の一人として今後に検証が必要と考えられる課題や論点について、申し上げたいと思いま

す。 

 １つ目に、就労準備支援です。既に親会の検討会や、このワーキングの構成員からも指
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摘されているとおり、支援を利用している最中の所得保障をどうするか、どう考えるかと

いう点は、引き続き検討が必要と考えています。 

 そして、資料１の19ページに関して、ここでは就労準備支援や就労支援の効果について

述べられています。利用者の状態の変化を評価、検証する視点や仕組みの検討が必要では

ないかと考えています。支援の効果について、就労支援への移行、就労開始、収入増加が

挙げられているわけですが、特に事務局がこの資料の41ページで示している「多様なゴー

ル」との関わりで言うと、利用者の日常生活や社会関係などの面における状態変化も含め

て、多面的に把握する視点が必要ではないかということです。そのことによって、ニーズ

や支援プロセスを可視化しうるだけでなく、予算や人員配置の考え方にも影響を与えるこ

とができるのではないかと考えています。 

 資料１の40ページでは、就労準備支援から就労支援への移行、あるいはハローワークと

の連携による就労支援へ結びつくという場合に、その後の就職先の職種、雇用形態、賃金

水準などについて、一層の検証が必要ではないかと考えています。 

 ２つ目に、家計改善支援です。この事業の実施率だけでなく、この事業を実際に実施し

ている自治体において、支援者が家計改善支援を要するとみなした世帯のうち、支援の利

用に至った割合について把握や検証ができているかという点に関心があります。つまり、

家計改善支援が必要と見込まれる世帯ほど利用に至っていない傾向は見られないだろうか

ということです。 

 資料２の17ページで、支援の効果について、税・保険料の滞納の改善が数字で示されて

いる点は非常に分かりやすいです。あわせて、家賃や公共料金の滞納の改善、消費者金融

などの債務の整理なども含めると、一層分かりやすいと考えています。それと同時に、そ

のように数字で示せる支援効果とは別に、質的な面、つまり例えば中学進学を控えておら

れる世帯で必要な費用のめどがついて安心できたとか、子供に自転車を買うことができた

など、そういった面についてどのように評価するかという点が課題として挙げられると思

います。 

 ３つ目に、生活保護との関係です。生活保護制度との一体的実施によって、生活困窮者

自立支援制度のスタッフのマンパワーへの影響や負担増について、どのように把握できて

いるかという点が非常に重要と思っています。 

 資料３の16ページに関して、生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の連携という場合、

生活保護制度の側、つまり福祉事務所やケースワーカー等にとって、具体的にどういうニ

ーズがあるのかという点や、一体的実施することによってどのようなメリットがあるかと

いうことについて、把握や検証が必要ではないかと考えています。 

 最後に、資料３の15ページにある居宅不安定者等居宅生活移行支援事業について、今後

のワーキングでの議論とも関わると思いますので、事業の事業実績や取り組み例、効果な

どについて事務局から資料を示していただき、このワーキングで共有させていただけない

でしょうか。 
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 以上です。 

○新保座長 垣田構成員、どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、岩永構成員お願いいたします。 

○岩永構成員 ありがとうございます。私は、要請もされていないのに資料を作成しまし

たので、そちらを示しながらお話しさせていただきたいと思います。 

 時間が短いですので要点のみになりますが、まず１つは今の垣田さんの御意見にも関わ

るかとは思うのですけれども、生活困窮者自立支援制度に関して統計法に基づく統計調査

を設ける必要があるのではないかと考えます。 

 ほかの社会保障制度と異なって、統計法に基づく統計調査が設けられていないと理解し

ています。そのため、厚労省以外の第三者が利用可能でない、つまり学術研究などが進ま

ないという状況にありますので、これをぜひ進めていただければと思います。 

 ２点目については、以前にも発言したことなんですけれども、各事業の支援員との目安

を設ける必要があるのではないかと思います。今回、生活保護受給者も含めた一体的な支

援の在り方の検討が論点とありますが、これは何を誰が一体的にやる議論なのかが鮮明で

はないのですが、その一方で、本日配付資料から推察するに、生活困窮の支援員が生活保

護受給者を支援するのが一体的支援の一つの在り方というふうに提示されていると理解し

ました。 

 しかし、先ほどからの議論にありますように、支援員の数は大変少なく、コロナ禍でま

すます人手が足りないと考えると、生活保護制度のスタッフ数と比べるまでもなく大変脆

弱な体制であるかと思います。その体制を充実していくことが必要かと思います。 

 なお、現在、目安よりも多くの支援員を置いている自治体もあると思いますので、それ

を少なくさせるような方向にいくことは避けるべきかと考えます。 

 最後は、支援事業の利用者の意見を聞くことが大事だということは座長の新保先生もお

っしゃっていたところだと思うのですけれども、これはまた現場の負担を増やす提案にな

るかとは思うのですが、すごく簡単なフィードバックでもいいので、支援事業利用者から

のフィードバックを集める仕組みというのも必要なのではないかと思います。 

 あとは、用意した意見のほかに、今日、家計相談について中森構成員の御説明や、林構

成員から家計相談が必須というお話がありまして、なるほど、そうなのかと思いました。 

 他方で、生活保護との一体的な運用、連携という話が出てくる際に、ぜひ生活困窮の事

業に関わっている方々から教えていただきたいのは、そもそもその窓口や接していらっし

ゃる方たちの所得、収入が足りているのかという問題です。これについては、この事業の

中では、ほぼ対応するすべがないので生活保護で対応するわけですけれども、生活保護基

準は2003年からほぼ一貫して、全体的には一部世帯領域を除いて基準が下がっています。 

 特に単身世帯、高齢世帯は厳しいはずで、利用者の中には生活保護との関わりをそのよ

うに感じられる人もいるのではないかと思います。フードバンクを利用したり、炊き出し

に並ぶ生活保護利用者というのはちょっと転倒した状態にあるかと思いますので、そうい
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う実態もぜひこの中で議論していただければと思います。 

 以上です。 

○新保座長 岩永構成員、ありがとうございました。資料を提出していただくことは、議

論をより活発にしていくために大変ありがたいことではないかと思います。ありがとうご

ざいます。 

 それでは、最後の順番です。青砥構成員、お願いいたします。 

○青砥構成員 私は資料を用意していなくて、大変申し訳ありません。 

 今、岩永さんのお話を聞いていてとても参考になりました。、私たちは子供たちの学習

支援だとか、居場所支援だとか、そういうことを中心にやっている団体で、それから就労

支援もやっているんですけれども、一番最近考えることは若者支援、子供支援、それから

この全ての支援活動がコミュニティー政策としてちゃんと位置づけられているのだろうか

という気がしております。 

 それはどういう意味かといいますと、先ほども岩永さんからお話があったように、やは

りこの事業が持続可能性を持った事業として成り立っているのだろうか。要するに、一言

で言うと支援活動、この支援の基盤がローカルコモンズ、コミュニティーの共有財として

育っているんだろうかという、そこの非常に危惧を感じているところです。 

 ですから、例えば我々がやっているような学習支援とか居場所支援についても、これは

就労支援、家計改善、それから生活保護との連携が欠かせないものなんですね。全てセッ

トだから、子供の貧困と言っても子供の貧困自体があるわけではなくて、やはりこれは家

族や、それから親たちの収入が非常に少ないであるとか、半失業状態が長く続いていると

か、要するにコロナ禍では収入が激減して子供たちが一層、家の中に閉じこもったり、外

部との関係を絶たれているというような状況がたくさん出てきたんですね。 

 ですから、今、問題なのはこの支援というものも１つは国の費用、要するに予算がどの

くらいここに投下されるのだろうか。それから、この事業が継続的に行えるための人材養

成をどういうふうに国としてはお考えなのだろうか。 

 それからもう一つ、国だけの問題ではありませんで、基礎自治体の関与が非常に弱いと

いうところが気になります。ですので、ローカルコモンズというのはやはり行政の関与と

いうのがどうしても必要なので、行政はローカルコモンズのアクターになっているのだろ

うかという危惧も感じるところがあります。 

 次回、私も報告する場がございますので、またまとめて現状と具体的な事例を含めてお

話をさせていただければうれしく思います。 

 ありがとうございました。 

○新保座長 青砥構成員、ありがとうございました。 

 それでは、構成員の皆様の御発言が一通り終わりましたところで、ここで唐木室長から

少しフィードバックをいただきたいと思います。室長、お願いいたします。 

○唐木室長 困窮室長の唐木でございます。 
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 今回のテーマであります就労家計、生活保護との連携の関係に関しまして、多岐にわた

る御指摘をいただきましてありがとうございます。皆様方からいただいた現場での取組と

か、それに関連しての課題認識、そういったものを見直しの中に取り込んでいければとい

うふうに思っております。 

 ちょっと区々コメントをさせていただきますと、就労の関係のところは、やはり中間的

就労とか、そういったところの重要性というものが非常に改めて浮き彫りになったなと思

っております。特に制度の創設から７年たって、従来は想定していた雇用型とか、そうい

ったところへの移行というのがなかなか難しいというような方々もある中で、問題意識の

ところにも書かせていただきましたけれども、自立という形に当然今でも特化はしていま

せんけれども、そういったところと、例えば別の評価軸というものを設けたり、また中間

的就労ということをさらにどう進めるかというようなことは非常に重要な話なのではない

かと思いました。 

 家計のところにつきましては、これはもう言わずもがなですけれども、特例貸付が300万

件を超える貸付となる中で、この家計改善の重要性というのはかなり言われているところ

ではありまして、そことどういう連携をしていくかということを考えていくとともに、中

森様のお話の中でもありましたけれども、現場でなかなかまだ分かっていないというか、

浸透させていくような取組というのも進めていかなければいけないかなと考えております。 

 生活保護との一体実施のところでは、保護課と連携して推進事業も進めているところで

はありますけれども、問題設定のところにちょっと違和感を覚えるとか、こちらの想定し

ているところがちょっと伝わらなかった部分もあったかもしれませんけれども、共通して

言われていたのはやはりマンパワーのところとか、どこを対象とするかというようなとこ

ろを明確にしていく議論をすべきではないか。生活保護の部分と連携してすべきではない

かというようなお話をいただいたかと思っております。 

 この３つにかかわらずお話いただいたところは、現場、また自治体におけるマンパワー、

人の確保の話でありますとか、岩永先生からお話しいただいた情報開示というか、そうい

った部分のところも関係するのかなと思っております。 

 多岐にわたる御指摘は整理をさせていただいた上で、出せる部分については２回目以降

のワーキングでも出していきたいと思っておりますし、また利用者アンケートについては

ヒットの調査で今、推進事業でやっておりますので、年明け以降、まとまった段階でお話

しさせていただきたいと思いますし、居住の関係の居宅移行支援事業につきましても実績

でありますので次回の資料に組み込んだ形で出していきたいと思っております。 

 いろいろと御指摘、御提言いただきましてありがとうございます。 

○新保座長 唐木室長、ありがとうございました。 

 本来でしたら今日のプレゼンや御意見を受けてさらに議論を深めていきたいところなの

ですけれども、残念ながら時間がきてしまいました。今日はここで議事については終了さ

せていただきたいと思います。いろいろまだ御意見、御質問などおありだったかと思いま
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すが、次回のワーキングまで少し間がありますので、もし何かございましたら事務局のほ

うにお知らせいただけたらと思います。 

○唐木室長 ありがとうございました。 

 新保先生からお話しいただきましたように、さらに追加で何かということがありました

らこちらまでお寄せいただければと思います。 

 次回につきましては、御案内させていただいているとおり、２月21日月曜日に第２回の

各事業の在り方検討班をオンラインで開催する予定でございます。構成員の皆様方におか

れましては、引き続きよろしくお願いいたします。 

○新保座長 ありがとうございます。 

 それでは、本日の議事を全て終了いたしましたので、これで閉会させていただきます。

皆様、議事進行に御協力いただきましてありがとうございました。 

 

 


